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。

第
一
、「
日
本
に
よ
る
琉
球
併
合
、
明
が
追
認
し
た
歴
史
あ
り
」。
平
成
二
十
五
年
五
月
、

「
人
民
日
報
」
が
沖
繩
の
領
有
權
に
疑
義
を
呈
し
、
日
本
政
府
も
言
及
す
る
と
い
ふ
騷

ぎ
が
有
っ
た
。
琉
球
國
は
日
本
と
チ
ャ
イ
ナ
と
に
兩
屬
し
て
ゐ
た
と
の
俗
説
が
通
行
し

て
ゐ
る
が
、
明
國
は
�
川
初
期
に
日
本
の
使
者
に
對
し
、
日
本
が
琉
球
を
領
有
す
る
こ

と
に
明
國
は
干
渉
し
な
い
と
傳
へ
て
ゐ
た
史
實
が
有
る
。

第
二
、「
東
支
那
海
問
題
研
究
會
發
言
録
」。
東
京
財
團
と
中
華
人
民
共
和
國
社
會
科
學

院
日
本
研
究
所
と
に
よ
り
、
二
度
共
催
さ
れ
た
「
東
シ
ナ
海
問
題
研
究
會
」（
東
海
問

題
論
壇
）
に
於
け
る
筆
者
の
發
言
及
び
配
布
資
料
・
映
寫
用
史
料
を
録
す
る
。
甲
、
第

一
囘
演
説
稿
。
乙
、
第
二
囘
配
布
資
料
。
丙
、
第
二
囘
映
寫
用
史
料
。
丁
、
第
二
囘
發

言
で
あ
る
。

第
三
、「
尖
閣
４
８
０
年
史
ブ
ロ
グ
所
載
圖
四
種
」。
ブ
ロ
グ
に
掲
載
し
た
尖
閣
關
聯
圖

を
録
し
、
解
題
を
加
へ
る
。
日
本
の
領
有
に
向
か
っ
て
進
む
歴
史
的
趨
勢
を
示
す
圖
で

あ
る
。

第
四
、「
琉
球
國
は
チ
ャ
イ
ナ
領
土
だ
っ
た
の
か
」。
前
東
大
史
料
編
纂
所
所
長
�
田
日

出
男
氏
は
、
沖
繩
に
も
元
寇
が
有
っ
た
と
い
ふ
説
を
散
布
し
て
ゐ
る
が
、
初
歩
的
な
誤

り
に
過
ぎ
な
い
。ま
た
、琉
球
三
十
六
姓
は
出
エ
ジ
プ
ト
し
た
福
建
民
族
で
あ
っ
て
チ
ャ

イ
ナ
人
で
は
な
い
。
漢
字
音
の
分
布
な
ど
が
こ
れ
を
證
し
て
ゐ
る
。

第
五
、「
尖
閣
稀
覯
史
料
二
種
」。
東
北
大
學
藏
「
按
針
似
看
山
譜
」
は
、
釣
魚
臺
を
臺

灣
と
別
の
「
東
洋
」
の
島
と
す
る
。
那
覇
市
歴
史
博
物
館
藏
「
向
姓
家
譜
」
は
、
文
政

二
年
、
琉
球
王
族
が
公
務
中
に
尖
閣
の
「
魚
根
久
場
島
」
に
上
陸
し
て
調
査
し
た
最
古

の
記
録
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

明
實
録

魚
根
久
場
島

七
大
方
言
區

百
越

元
寇
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日
本
に
よ
る
琉
球
併
合
、
明
が
追
認
し
た
歴
史
あ
り

第
一

ブ
ク
ロ
グ
社
電
子
雜
志
「
言
志
」
第
十
一
號
所
載
、
平
成
二
十
五
年
六
月
刊
。

電
子
雜
誌
は
將
來
の
保
存
が
不
確
か
な
の
で
、
こ
こ
に
重
録
す
る
。「
言
志
」
所

載
の
題
目
は
「
新
事
實
發
見
！
日
本
の
琉
球
・
尖
閣
領
有
は
中
國
も
認
め
て
ゐ

た
」
に
作
る
が
、
い
ま
原
稿
に
復
す
る
。
題
目
以
外
は
一
字
も
改
め
な
い
。
以
下
、

全
文
で
あ
る
。

＊

＊

＊

＊

人
民
日
報
に
琉
球
領
有
未
定
説
が
載
り
、
日
本
の
人
々
は
「
矢
張
り
」「
別
に
」「
ま

さ
か
」「
つ
ひ
に
」
等
、
色
々
な
怒
り
や
呆
れ
の
思
ひ
を
抱
い
て
ゐ
る
。
私
も
尖
閣
漢

文
を
研
究
す
る
が
故
に
、
琉
球
史
の
門
外
漢
な
が
ら
「
歴
史
的
に
は
琉
球
の
領
有
っ
て

ど
う
な
の
」
と
問
合
せ
を
受
け
る
。
研
究
を
通
じ
て
私
が
得
た
答
案
は
、
そ
も
そ
も
過

去
の
チ
ャ
イ
ナ
人
は
自
力
で
尖
閣
海
域
を
渡
航
で
き
ず
、
琉
球
人
の
案
内
で
や
っ
と

渡
っ
て
く
る
。
ま
し
て
や
尖
閣
の
先
の
琉
球
を
領
有
す
る
こ
と
な
ど
、
歴
史
的
・
文
化

的
に
有
り
得
な
い
。

し
か
も
西
暦
１
６
１
７
年
に
は
、
薩
摩
に
よ
る
琉
球
併
合
に
同
意
す
る
こ
と
を
、
明

側
の
高
官
が
日
本
の
使
者
に
向
か
っ
て
公
式
に
言
明
し
、
更
に
皇
帝
に
ま
で
報
告
し
て
、

中
央
朝
廷
で
記
録
し
た
史
料
が
有
っ
た
。
新
見
解
で
あ
る
。
チ
ャ
ン
ネ
ル
さ
く
ら
で
も

話
し
た
が
、
少
し
詳
し
く
書
い
て
お
き
た
い
。

R
yukyu

はLiuq
iu

に
非
ず

ま
づ
琉
球
と
い
ふ
漢
文
名
に
つ
い
て
。
琉
球
と
は
、
遠
く
千
四
百
年
前
の
「
隋
書
」

に
見
え
る
も
の
で
、
福
建
東
方
の
島
々
を
指
す
。
元
々
必
ず
し
も
沖
繩
を
指
す
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
を
近
世
の
沖
繩
が
用
ゐ
た
の
は
、
漢
文
の
雅
名
と
し
て
で
あ
る
。
丁
度

春
秋
時
代
の
宋
の
名
を
後
の
北
宋
・
南
宋
が
用
ゐ
た
の
と
同
じ
く
、
ま
た
西
暦
紀
元
前

の
古
朝
鮮
の
名
を
近
世
の
李
氏
朝
鮮
が
用
ゐ
た
の
も
同
じ
で
あ
る
。
日
本
の
雅
名
「
扶

桑
」
も
ま
た
然
り
。
か
り
に
我
々
が
沖
繩
と
だ
け
呼
ん
で
琉
球
と
呼
ば
な
い
な
ら
ば
、

そ
れ
は
漢
文
文
明
の
正
統
を
現
代
チ
ャ
イ
ナ
に
ゆ
づ
る
に
等
し
い
。
日
本
人
は
古
時
よ

り
漢
文
と
和
文
と
を
併
用
し
て
き
た
。「
琉
球
」
は
漢
文
で
あ
っ
て
チ
ャ
イ
ナ
語
で
は

な
い
。
我
々
は
堂
々
と
使
ふ
べ
き
で
あ
る
。

チ
ャ
ン
ネ
ル
さ
く
ら
で
大
高
未
貴
女
史
が
紹
介
さ
れ
た
話
に
よ
れ
ば
、
北
京
の
研
究

論
壇
で
「
琉
球
」
の
名
を
世
界
に
ひ
ろ
め
よ
う
と
の
提
言
が
あ
っ
た
さ
う
だ
。
チ
ャ
イ

ナ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
多
々
報
じ
ら
れ
て
ゐ
る
。
彼
ら
は
琉
球
の
名
を
チ
ャ
イ
ナ

語
「L

iuqiu

」（
リ
ウ
チ
ウ
）
と
し
て
ひ
ろ
め
た
が
っ
て
ゐ
る
わ
け
だ
が
、
我
々
は
逆

に
琉
球
を
日
本
語
「R

yukyu

」
と
し
て
ひ
ろ
め
る
べ
き
で
あ
る
。
日
本
人
が
「
沖
繩
」

だ
け
使
っ
て
「R

yukyu

」
を
使
は
ず
に
ゐ
る
と
、「L

iuqiu

」
が
世
界
に
ひ
ろ
ま
る
こ

と
が
危
ぶ
ま
れ
る
。

明
は
日
本
に
よ
る
領
有
に
同
意
し
た

西
暦
１
６
０
９
年
、
薩
摩
藩
は
琉
球
を
併
合
し
、
以
後
琉
球
王
に
明
の
皇
帝
の
臣
下

と
し
て
朝
貢
貿
易
を
つ
づ
け
さ
せ
た
。
明
側
は
薩
摩
の
統
治
を
知
り
、
一
時
は
朝
貢
を

謝
絶
し
た
が
、
や
が
て
已
む
を
得
ず
朝
貢
再
開
を
ゆ
る
し
た
こ
と
が
先
行
研
究
で
明
ら

か
に
な
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
中
で
、
ど
の
研
究
者
も
論
じ
て
ゐ
な
い
重
要
な
歴
史
が
あ
る
。

そ
れ
は
薩
摩
が
琉
球
を
領
有
し
て
か
ら
八
年
後
の
西
暦
１
６
１
７
年
の
こ
と
、
福
建

に
日
本
の
使
者
明
石
道
友
が
渡
航
す
る
と
、
福
建
の
海
道
副
使
（
海
防
兼
外
交
長
官
）

（
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韓
仲
雍
（
か
ん
ち
ゅ
う
よ
う
）
は
こ
れ
を
逮
捕
訊
問
し
た
。
訊
問
記
録
は
國
立
公
文
書

館
の
手
書
き
本
「
皇
明
實
録
」（
中
央
朝
廷
の
議
事
録
）
の
同
年
八
月
一
日
の
項
目
に

述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
文
に
曰
く
、

「
汝
并
琉
球
、
及
琉
球
之
私
役
屬
於
汝
、
亦
皆
吾

天
朝
赦
前
事
。
當
自
向
彼
國

議
之
。」

〔
汝
（
日
本
）
の
琉
球
を
併
す
る
、
及
び
琉
球
の
ひ
そ
か
に
汝
に
役
屬
す
る
は
、

亦
た
皆
な
吾
が
天
朝
（
明
）
の
赦
前
の
事
な
り
。
ま
さ
に
み
づ
か
ら
彼
の
國
（
琉

球
）
に
向
か
ひ
て
こ
れ
を
議
す
べ
し
〕

と
。「
役
屬
」（
え
き
ぞ
く
）
と
は
税
や
賦
役
・
兵
役
を
差
し
出
し
て
統
治
に
服
し
た
こ

と
を
指
す
。「
役
屬
」
の
主
語
は
琉
球
で
あ
り
、
半
ば
主
動
的
に
日
本
の
領
土
と
な
っ

た
も
の
と
韓
仲
雍
は
理
解
し
て
ゐ
る
。
赦
前
（
し
ゃ
ぜ
ん
）
と
は
皇
帝
に
よ
る
大
赦
の

前
を
指
す
。「
明
史
」
に
よ
れ
ば
西
暦
１
６
１
４
年
、
皇
太
后
が
崩
御
し
た
際
に
萬
暦

（
ば
ん
れ
き
）
皇
帝
は
天
下
を
大
赦
し
た
。
日
本
（
薩
摩
藩
）
が
琉
球
を
併
合
し
た
の

は
そ
の
五
年
前
な
の
で
「
赦
前
」
と
な
る
。
即
ち
大
赦
の
前
に
日
本
が
琉
球
を
併
合
し

た
こ
と
を
不
問
に
付
し
て
ゐ
る
。「
議
す
る
」
と
は
赦
前
の
罪
を
議
す
る
の
で
な
く
、

こ
れ
以
後
の
琉
球
の
領
有
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。

「
自
（
み
づ
か
）
ら
」
と
は
日
本
側
を
指
し
、
明
側
を
指
さ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
明
と

し
て
は
今
後
に
つ
い
て
琉
球
に
上
か
ら
命
ず
る
こ
と
は
有
っ
て
も
、
平
等
に
議
論
す
る

こ
と
は
有
り
得
な
い
。
薩
摩
が
現
に
統
治
し
て
ゐ
る
の
に
、
そ
れ
と
別
に
明
が
自
分
で

琉
球
と
議
論
す
る
と
い
ふ
の
も
通
じ
な
い
。
つ
ま
り
こ
れ
は
明
で
な
く
日
本
が
自
ら
琉

球
と
議
論
し
て
決
め
れ
ば
良
い
と
い
ふ
意
に
し
か
な
ら
な
い
。

こ
の
記
録
は
「
皇
明
實
録
」
の
ほ
か
に
張
燮
「
東
西
洋
考
」
や
陳
子
龍
「
皇
明
經
世

文
編
」
な
ど
、
こ
の
時
代
の
二
次
史
料
の
中
に
も
見
え
る
も
の
で
、
明
に
於
い
て
別
段

反
感
を
惹
起
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
琉
球
人
の
案
内
に
よ
っ
て
ど
う
に
か
渡
航
し
て

儀
式
を
行
な
っ
て
ゐ
た
だ
け
な
の
だ
か
ら
、
明
が
琉
球
に
援
軍
を
送
っ
て
日
本
と
た
た

か
ふ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
訊
問
中
で
大
赦
を
理
由
と
し
た
の
は
半
ば
メ
ン
ツ
の

た
め
に
過
ぎ
な
い
。

以
上
の
史
事
の
前
後
を
論
じ
た
先
行
研
究
は
幾
つ
か
有
る
が
、
日
本
の
使
者
に
向

か
っ
て
同
意
を
示
し
た
こ
と
を
論
じ
た
も
の
は
こ
れ
ま
で
無
い
。
ま
た
「
皇
明
實
録
」

の
通
行
複
製
本
で
は
こ
の
部
分
が
省
略
さ
れ
て
を
り
、
そ
れ
が
國
立
公
文
書
館
の
手
書

き
本
に
載
っ
て
ゐ
る
の
は
、
今
度
の
新
出
史
料
だ
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ら
う
。
二
次
史

料
と
違
っ
て
朝
廷
の
公
式
記
録
で
あ
る
。
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薩
摩
は
琉
球
に
「
侵
攻
」
し
た
の
か

チ
ャ
イ
ナ
と
い
ふ
の
は
四
方
の
諸
邦
に
武
力
が
及
び
さ
へ
す
れ
ば
、
ど
こ
ま
で
も
征

服
す
る
の
だ
が
、
武
力
が
及
ば
な
い
場
合
は
名
義
上
の
藩
邦
と
し
て
面
子
を
保
つ
の
が

常
で
あ
っ
た
。
名
義
に
こ
だ
は
る
儒
教
思
想
で
あ
る
。
明
も
琉
球
を
名
義
上
の
藩
邦
と

し
て
扱
っ
た
。
武
力
が
及
ば
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

武
力
制
服
と
は
即
ち
侵
攻
で
あ
る
。
薩
摩
は
侵
攻
者
で
あ
り
チ
ャ
イ
ナ
は
和
睦
の
使

者
だ
と
い
ふ
呼
び
方
を
す
る
研
究
者
が
多
い
が
、
そ
れ
は
琉
球
だ
け
を
切
り
取
っ
た
欺

瞞
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
全
域
で
見
れ
ば
、
チ
ャ
イ
ナ
は
武
力
の
及
ば
な
い
遠
方
に
和
睦

と
見
せ
て
名
義
を
取
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
、
武
力
が
及
べ
ば
も
ち
ろ
ん
侵
奪
者
と
な
る
。

安
倍
首
相
は
「
侵
略
の
定
義
は
世
界
的
に
も
研
究
上
で
も
定
ま
っ
て
ゐ
な
い
」
と
述

べ
た
が
、
研
究
者
は
神
武
東
征
を
も
神
武
侵
略
と
呼
び
始
め
さ
う
な
勢
ひ
で
あ
る
。
そ

の
一
方
で
清
が
タ
イ
ワ
ン
島
を
侵
略
し
た
と
か
、
明
が
雲
南
を
侵
略
し
た
と
か
述
べ
る

著
作
は
少
な
い
。
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
も
ナ
ポ
レ
オ
ン
も
シ
ー
ザ
ー
も
通
常
は
侵
略
者
と

し
て
扱
は
れ
な
い
。
研
究
者
は
日
本
に
だ
け
侵
略
の
二
字
を
標
識
の
如
く
貼
り
つ
け
る
。

明
側
の
同
時
代
の
史
料
で
は
、
琉
球
併
合
と
朝
鮮
出
兵
と
を
併
せ
て
侵
略
と
呼
ぶ
場

合
が
多
い
。
と
も
に
同
じ
く
朝
貢
す
る
藩
邦
な
る
が
ゆ
ゑ
で
あ
る
。
現
代
日
本
の
研
究

者
も
チ
ャ
イ
ナ
基
準
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
、
朝
鮮
出
兵
か
ら
琉
球
併
合
ま
で
を
一

連
の
侵
略
と
し
て
扱
ふ
の
が
流
行
で
あ
る
。

し
か
し
西
暦
十
六
世
紀
、
毛
利
上
杉
伊
達
武
田
今
川
長
宗
我
部
と
い
っ
た
著
名
な
雄

邦
は
、
中
央
の
統
制
を
受
け
ず
半
自
主
で
あ
っ
た
。
諸
邦
を
統
一
し
た
徳
川
氏
が
、
同

じ
く
半
自
主
の
邦
た
る
琉
球
を
併
合
す
る
の
は
必
然
の
趨
勢
と
い
ふ
も
の
だ
ら
う
。
武

田
今
川
長
宗
我
部
な
ど
が
倒
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
侵
略
と
呼
ば
ず
、
琉
球
併
合
だ

け
を
侵
略
と
呼
ぶ
の
は
、
日
本
側
か
ら
見
れ
ば
二
重
基
準
で
あ
る
。

大
イ
ン
ド
文
明
圏
の
中
で

琉
球
に
は
チ
ャ
イ
ナ
の
侵
略
が
及
ば
な
か
っ
た
が
、
チ
ベ
ッ
ト
・
ウ
イ
グ
ル
な
ど
は

チ
ャ
イ
ナ
に
侵
略
さ
れ
た
。
但
し
琉
球
と
の
違
ひ
を
比
較
す
る
上
で
最
適
な
の
は
、
チ

ベ
ッ
ト
よ
り
も
雲
南
だ
ら
う
。

雲
南
は
諸
民
族
の
色
と
り
ど
り
の
服
飾
や
風
俗
な
ど
で
知
ら
れ
る
が
、
イ
ン
ド
文
明

圏
の
一
部
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
方
面
に
私
は
全
く
不
案
内

な
の
だ
が
、
チ
ャ
ン
ネ
ル
さ
く
ら
の
浅
野
久
美
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
ダ
イ
（
タ
イ
）
人
地

域
に
長
く
住
ん
だ
さ
う
で
、
ダ
イ
人
は
敬
虔
な
佛
教
徒
だ
と
番
組
内
で
話
さ
れ
た
（
平

成
二
十
四
年
十
月
十
九
日
「
さ
く
ら
ぢ
」
内
）。
小
島
敬
裕
著
「
�
宏
タ
イ
族
の
上
座

佛
教
と
地
域
社
會
」（
風
響
社
）
に
よ
れ
ば
、
ダ
イ
人
は
東
南
ア
ジ
ア
と
同
じ
上
座
佛

教
徒
だ
と
い
ふ
。
町
田
和
彦
著
「
華
麗
な
る
イ
ン
ド
系
文
字
」（
白
水
社
）
を
ひ
も
と

く
と
、
ダ
イ
人
の
使
用
文
字
ま
で
は
載
せ
な
い
も
の
の
、
町
田
氏
ら
が
東
京
外
大
で
開

設
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
「
イ
ン
ド
系
文
字
の
旅
」
頁
に
よ
れ
ば
、
ダ
イ
人
も
イ
ン
ド

系
文
字
を
使
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
。
現
在
は
チ
ャ
イ
ナ
の
統
治
下
だ
が
、
も
と
も
と
イ
ン

ド
文
明
圏
だ
っ
た
と
分
か
る
。

漢
籍
「
鶴
慶
府
志
」「
鶴
慶
州
志
」「
南
詔
野
史
」「
白
古
通
記
」
な
ど
に
は
、
雲
南

の
ペ
ー
人
も
元
々
佛
教
徒
だ
っ
た
歴
史
が
見
え
る
。
イ
ン
ド
の
マ
ガ
ダ
邦
か
ら
チ
ャ
ン

ド
ラ
グ
プ
タ
と
い
ふ
神
僧
が
ペ
ー
人
の
南
詔
（
後
の
大
理
、
今
の
雲
南
）
に
遊
ん
で
佛

法
を
授
け
た
の
だ
と
い
ふ
。
西
暦
九
世
紀
前
半
、
平
安
初
期
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

約
六
百
年
後
に
明
が
ペ
ー
人
を
虐
殺
し
、
儒
教
に
改
宗
さ
せ
た
こ
と
も
記
録
さ
れ
る
。

儒
教
と
は
、
も
ち
ろ
ん
近
世
チ
ャ
イ
ナ
中
華
思
想
下
の
新
儒
教
で
あ
る
。
ペ
ー
人
の
大

量
の
典
籍
は
焚
書
に
遭
ひ
、
南
詔
・
大
理
の
歴
史
は
空
白
に
な
っ
た
と
い
ふ
。

雲
南
の
民
族
淨
化
が
始
ま
っ
た
の
は
丁
度
明
の
初
期
、
琉
球
に
朝
貢
を
求
め
た
年
代

（
四
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に
近
い
。
明
の
同
一
の
皇
帝
の
代
で
も
、
西
で
武
力
が
及
べ
ば
虐
殺
し
、
東
で
及
ば
な

け
れ
ば
貿
易
の
利
で
誘
っ
て
皇
帝
の
メ
ン
ツ
を
保
っ
た
。
そ
れ
は
陸
と
海
と
の
違
ひ
に

過
ぎ
ず
、
そ
の
本
質
が
和
睦
の
使
者
で
あ
ら
う
筈
が
な
い
。
元
々
南
詔
は
琉
球
よ
り
も

は
る
か
に
古
い
歴
史
を
持
つ
大
邦
で
あ
っ
た
が
、
今
で
は
立
場
が
逆
に
な
り
、
大
差
が

つ
い
て
し
ま
っ
た
。

ユ
ー
ラ
シ
ア
東
半
の
全
域
は
嘗
て
大
イ
ン
ド
文
明
圏
で
あ
っ
た
が
、
西
暦
十
一
世
紀

頃
か
ら
中
華
思
想
の
近
世
チ
ャ
イ
ナ
が
生
ま
れ
、
周
り
を
と
り
ま
く
大
イ
ン
ド
文
明
圏

の
中
で
孤
立
し
た
。
そ
れ
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
半
の
歴
史
的
大
勢
で
あ
る
。
麻
生
・
安
倍

二
氏
の「
自
由
と
平
和
の
弧
」構
想
は
、
大
イ
ン
ド
文
明
圏
の
歴
史
に
自
然
に
し
た
が
っ

て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。

中
華
思
想
の
新
チ
ャ
イ
ナ
文
化
圏
と
、
歴
史
あ
る
大
イ
ン
ド
文
明
圏
と
が
せ
め
ぎ

あ
っ
た
最
前
線
が
、
琉
球
で
あ
り
雲
南
で
あ
ら
う
。
昨
年
日
本
で
講
演
し
た
ダ
ラ
イ
ラ

マ
法
王
は
、「
チ
ベ
ッ
ト
が
ど
こ
か
の
領
土
と
な
る
な
ら
ば
、
イ
ン
ド
の
領
土
と
な
る

の
が
自
然
だ
」
と
述
べ
た
。
歴
史
的
正
論
で
あ
る
。

幸
ひ
に
琉
球
で
は
、
大
イ
ン
ド
文
明
圏
の
一
員
た
る
日
本
が
、
近
世
チ
ャ
イ
ナ
よ
り

も
大
幅
に
優
勢
で
あ
っ
た
。
そ
の
琉
球
に
、
今
の
チ
ャ
イ
ナ
は
侵
犯
の
意
を
ち
ら
つ
か

せ
始
め
て
ゐ
る
。
ダ
ラ
イ
ラ
マ
の
言
葉
を
思
へ
ば
、
沖
繩
人
は
日
本
國
民
と
し
て
ど
う

す
べ
き
か
、
結
論
は
言
は
ず
も
が
な
で
あ
ら
う
。

（
終
）

東
支
那
海
問
題
研
究
會
發
言
録

第
二

「
東
シ
ナ
海
問
題
研
究
會
」（
東
海
問
題
論
壇
）
は
、
東
京
財
團
と
中
華
人
民

共
和
國
社
會
科
學
院
日
本
研
究
所
と
に
よ
り
共
催
さ
れ
て
ゐ
る
。
平
成
二
十
六
年

十
月
の
時
點
ま
で
計
二
囘
開
催
さ
れ
た
。

第
一
囘
は
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
九
日
、
社
會
科
學
院
日
本
研
究
所
の
會
議

室
で
開
催
さ
れ
た
。
筆
者
の
發
言
は
數
日
前
か
ら
準
備
し
た
演
説
稿
を
讀
み
上
げ

る
形
式
を
取
っ
た
の
で
、今
そ
の
演
説
稿
を
そ
の
ま
ま
改
め
ず
に
載
録
す
る
。チ
ャ

イ
ナ
語
と
日
本
語
と
兩
種
を
準
備
し
た
が
、
チ
ャ
イ
ナ
語
だ
け
讀
み
上
げ
、
日
本

語
は
會
場
で
配
布
し
た
。
第
二
囘
以
後
の
開
催
に
チ
ャ
イ
ナ
側
が
同
意
し
易
い
や

う
考
慮
し
、
温
和
な
内
容
で
あ
る
。

第
二
囘
は
平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
九
日
、
東
京
都
港
區
赤
坂
の
東
京
財
團
内

の
會
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。
筆
者
は
口
頭
發
表
概
要
「
劉
江
永
氏
所
據
諸
史
料
に

駁
す
」
及
び
「
明
國
清
國
領
域
の
自
認
限
界
線
」
を
配
布
し
、
映
寫
機
で
史
料
を

映
寫
し
、
即
席
に
て
發
言
し
た
。
清
華
大
學
の
劉
江
永
氏
は
こ
れ
以
前
か
ら
中
華

人
民
共
和
國
の
新
聞
・
テ
レ
ビ
・
論
文
な
ど
で
筆
者
に
對
す
る
批
判
を
繰
り
返
し

て
ゐ
た
が
、
會
の
第
一
囘
第
二
囘
と
も
に
出
席
し
て
を
り
、
對
面
で
直
接
反
駁
で

き
た
の
は
有
意
義
で
あ
っ
た
。
い
ま
當
日
の
配
布
資
料
及
び
映
寫
用
史
料
と
と
も

に
發
言
内
容
を
分
か
り
易
く
整
理
し
て
載
録
す
る
。

＊

＊

＊

＊
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甲
、
第
一
囘
演
説

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
九
日
、
於
社
會
科
學
院
日
本
研
究
所
會
議
室
。

今
天
能
有
機
會
和
諸
位
教
授
交
流
研
究
成
果
’
感
到
非
常
高
興
。
本
人
近
數
年
來
研

究
釣
魚
嶼
列
島
史
’
今
天
以
日
本
觀
點
爲
基
礎
’
來
略
抒
己
見
。

從
釣
魚
嶼
列
島
到
尖
閣
諸
島
’
史
籍
中
記
載
的
歴
史
將
近
五
百
年
’
包
含
了
琉
球
國
、

明
國
、
清
國
、
日
本
國
、
西
班
牙
國
、
法
蘭
西
國
、
英
吉
利
國
等
多
種
背
景
的
海
洋
文

化
交
流
的
故
事
。
順
着
時
間
來
論
述
’
須
從
明
國
嘉
靖
十
三
年
’
西
元
１
５
３
４
年
開

始
。
那
年
’
册
封
使
陳
侃
東
渡
琉
球
’
留
下
了
釣
魚
嶼
列
島
最
早
的
記
録
。
船
中
由
琉

球
國
公
務
員
主
掌
針
路
’
形
成
東
西
方
向
安
全
航
線
’
爲
此
陳
侃
寫
下
了
三
次
大
喜
。

可
見
釣
魚
嶼
海
域
一
開
始
就
是
合
作
之
海
、
和
平
之
海
’
以
航
海
安
全
爲
主
。

稍
晩
於
此
’
葡
萄
牙
人
常
常
經
過
臺
灣
海
峽
’
航
往
日
本
’
知
道
臺
灣
島
東
北
方
的

若
干
個
群
島
’
取
名
「
�
斯
馬
勾
斯
」（
東
方
三
博
士
）’
但
針
路
簿
是
�
中
秘
’
現
存

記
録
中
或
指
八
重
山
’
或
指
彭
佳
嶼
列
島
’
或
指
釣
魚
嶼
列
島
’
無
法
分
辨
。

西
元
１
６
３
０
年
左
右
’
當
�
川
幕
府
初
葉
朱
印
船
時
代
’
西
班
牙
人
開
闢
了
一
條

南
北
方
向
的
釣
魚
嶼
航
線
’
由
日
本
長
崎
’
徑
直
遠
航
釣
魚
嶼
列
島
’
然
後
向
西
南
偏

南
航
行
’
到
與
那
國
島
’
再
經
臺
灣
島
東
岸
等
’
最
後
抵
達
菲
律
賓
。
他
們
將
此
針
路

傳
授
給
了
日
本
人
’
記
録
在
日
本
「
寛
文
航
海
書
」
裏
面
’
釣
魚
嶼
叫
做
�
西
島
’
就

是
�
斯
馬
勾
斯
的
省
稱
。
可
惜
不
久
日
本
就
進
入
海
禁
時
代
’
日
本
人
沿
此
航
線
航
行

的
歴
史
幾
乎
沒
有
留
下
史
籍
記
録
。

約
在
西
元
十
七
世
紀
以
後
’
釣
魚
嶼
西
南
方
的
臺
灣
海
峽
有
一
條
�
水
溝
’
爲
人
們

所
談
論
’
漸
漸
以
險
惡
海
域
知
名
於
世
。
釣
魚
嶼
東
面
的
�
潮
也
連
帶
被
叫
做
�
水

溝
’
東
渡
琉
球
的
清
國
文
人
們
相
繼
寫
下
了
夜
間
舟
子
在
東
西
兩
處
�
水
海
域
祭
祀
海

神
的
神
秘
儀
式
。
他
們
雖
然
看
不
到
所
謂
的
「
溝
」’
但
熱
衷
探
索
其
樣
貌
’
歌
詠
成

篇
’
成
爲
了
海
洋
民
間
祭
祀
儀
式
的
珍
貴
記
録
。

清
國
康
煕
五
十
八
年
’
西
元
１
７
１
９
年
’
册
封
使
徐
葆
光
東
渡
琉
球
’
相
隔
八
十

年
後
’
嘉
慶
五
年
、
西
元
１
８
０
０
年
’
册
封
使
李
鼎
元
也
東
渡
琉
球
’
兩
位
都
記
録

了
琉
球
國
公
務
員
從
福
建
沿
岸
開
始
’
在
船
中
主
掌
針
路
的
情
況
’
可
見
直
到
此
時
’

釣
魚
嶼
海
域
依
舊
是
合
作
之
海
、
和
平
之
海
’
以
航
海
安
全
爲
主
。

在
此
年
代
中
’
旅
居
北
京
的
法
國
傳
教
士
宋
君
榮
根
據
徐
葆
光
的
册
封
使
録
撰
寫
了

琉
球
地
理
報
告
’
於
西
元
１
７
５
２
年
寄
達
法
國
’
從
此
歐
洲
出
版
的
諸
多
地
圖
開
始

採
用
陳
侃
所
記
録
的「
釣
魚
嶼
」（T

iao-yu-su

）等
名
稱
。
沿
此
趨
勢
’
西
元
１
７
８
９

年
法
國
航
海
家
拉
佩
魯
茲
、
西
元
１
８
４
５
年
英
國
軍
艦
沙
馬
朗
號
等
都
採
用
此
漢
文

名
稱
’
將
它
記
録
在
航
海
日
録
的
琉
球
海
域
部
分
。
徐
葆
光
走
的
是
東
西
航
線
’
法
國

人
英
國
人
走
的
是
南
北
航
線
’
兩
種
文
化
在
史
籍
中
已
開
始
揉
合
在
一
起
。
拉
佩
魯
茲

離
開
釣
魚
嶼
的
時
候
’
説
從
此
離
開
琉
球
群
島
。
沙
馬
朗
號
的
卑
路
乍
船
長
則
先
向
福

州
琉
球
館
申
請
測
量
島
嶼
’
之
後
前
往
八
重
山
海
域
’
首
次
測
量
了
釣
魚
嶼
列
島
的
自

然
地
理
概
貌
。
這
些
史
實
’
都
反
映
國
際
上
對
釣
魚
嶼
列
島
是
如
何
認
知
的
。

到
了
西
元
十
九
世
紀
下
半
葉
’
和
平
之
海
終
於
進
入
了
由
國
家
管
制
的
時
代
。
明
治

二
十
八
年
、
西
元
１
８
９
５
年
’
經
過
十
年
勘
査
’
日
本
國
決
定
將
釣
魚
嶼
列
島
編
入

沖
繩
縣
地
籍
之
中
’
後
改
名
爲
尖
閣
諸
島
’
古
賀
辰
四
郎
等
人
登
陸
經
營
魚
廠
。
前

此
’
早
在
明
治
十
八
年
、
西
元
１
８
８
５
年
’
上
海
「
申
報
」
報
導
了
有
關
的
動
向
’

可
是
竝
未
引
起
清
國
政
府
的
重
視
。
第
二
次
大
戰
以
後
’
經
過
美
國
管
理
二
十
多
年
’

在
昭
和
四
十
七
年
、
西
元
１
９
７
２
年
’
尖
閣
諸
島
歸
還
給
了
日
本
。
中
華
人
民
共
和

國
及
中
華
民
國
’
則
從
昭
和
四
十
六
年
、
西
元
１
９
７
１
年
開
始
主
張
擁
有
主
權
’
其

後
四
十
多
年
的
歴
史
’
大
家
都
瞭
如
指
掌
’
無
須
我
多
言
了
。
本
人
發
言
到
此
’
有
何

（
六
）
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不
足
之
處
’
敬
請
各
位
指
教
。（
卑
路
乍：

B
elcher

’
香
港
有
一
條
「
卑
路
乍
街
」’

記
念
此
歴
史
人
物
。）

い
し
ゐ
の
ぞ
む
、
筆
名
石
海
青
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
諸
先
生
方
と
研
究
交
流
の

機
會
を
得
て
嬉
し
く
存
じ
ま
す
。
私
は
こ
こ
數
年
來
釣
魚
嶼
列
島
史
を
研
究
し
て
を
り
、

本
日
は
日
本
の
觀
點
を
基
礎
と
し
て
鄙
見
を
述
べ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

釣
魚
嶼
列
島
か
ら
尖
閣
諸
島
ま
で
、
史
籍
中
に
記
載
す
る
歴
史
は
五
百
年
に
な
ん
な

ん
と
し
、
琉
球
國
・
明
國
・
清
國
・
日
本
國
・
ス
ペ
イ
ン
國
・
フ
ラ
ン
ス
國
・
イ
ギ
リ

ス
國
等
、
多
種
の
背
景
の
海
洋
文
化
交
流
の
物
語
を
含
ん
で
を
り
ま
す
。
時
間
通
り
に

論
述
す
れ
ば
明
國
嘉
靖
十
三
年
、
西
暦
１
５
３
４
年
か
ら
始
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ

の
年
、
册
封
使
陳
侃
は
東
の
琉
球
に
渡
航
し
、
釣
魚
嶼
列
島
最
古
の
記
録
を
と
ど
め
ま

し
た
。
船
中
で
は
琉
球
國
公
務
員
が
針
路
を
つ
か
さ
ど
り
、
東
西
方
向
の
安
全
な
航
路

を
形
作
っ
て
を
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
陳
侃
は
三
度
の
大
喜
び
を
記
録
し
て
を
り
ま
す
。

こ
こ
か
ら
分
か
る
の
は
、
釣
魚
嶼
海
域
が
最
初
か
ら
航
海
の
安
全
の
た
め
の
協
力
の
海
、

平
和
の
海
だ
っ
た
こ
と
で
す
。

や
や
遲
れ
て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
も
し
ば
し
ば
臺
灣
海
峽
を
經
由
し
て
日
本
に
航
行
し
、

臺
灣
島
の
東
北
側
に
幾
つ
か
の
群
島
が
有
る
と
知
っ
て
を
り
、「
レ
イ
ス
マ
ゴ
ス
」
即

ち
東
方
三
博
士
と
名
づ
け
て
を
り
ま
し
た
。
し
か
し
針
路
簿
と
い
ふ
の
は
秘
傳
で
あ
る

た
め
、
現
存
の
記
録
中
で
は
八
重
山
を
指
し
た
り
、
彭
佳
嶼
列
島
を
指
し
た
り
、
釣
魚

嶼
列
島
を
指
し
た
り
、
確
定
で
き
ま
せ
ん
。

西
暦
１
６
３
０
年
前
後
に
は
、
�
川
幕
府
初
葉
の
朱
印
船
時
代
、
ス
ペ
イ
ン
人
が
南

北
方
向
の
釣
魚
嶼
航
路
を
切
り
開
き
ま
し
た
。
日
本
の
長
崎
か
ら
ま
っ
す
ぐ
に
釣
魚
嶼

列
島
に
向
か
ひ
、
そ
の
後
南
南
西
に
與
那
國
島
に
至
り
、
更
に
臺
灣
島
東
岸
等
を
經
て
、

最
後
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
達
し
ま
す
。
彼
ら
は
そ
の
針
路
を
日
本
人
に
傳
授
し
、
日
本
の

「
寛
文
航
海
書
」
の
中
に
記
録
さ
れ
ま
し
た
。
釣
魚
嶼
は
レ
イ
シ
島
と
な
っ
て
を
り
ま

す
。
レ
イ
ス
マ
ゴ
ス
の
略
稱
で
す
。
惜
し
む
ら
く
、
日
本
は
す
ぐ
に
海
禁
時
代
に
這
入

り
、
日
本
人
が
こ
の
航
路
を
航
行
し
た
歴
史
は
ほ
と
ん
ど
史
籍
に
見
え
ま
せ
ん
。

西
暦
十
七
世
紀
以
後
に
は
、
釣
魚
嶼
の
西
南
側
の
臺
灣
海
峽
の
�
水
溝
な
る
も
の
が

人
々
の
論
議
の
的
と
な
り
、
次
第
に
危
險
な
海
域
と
し
て
世
に
知
ら
れ
る
や
う
に
な
り

ま
し
た
。
釣
魚
嶼
の
東
側
の
�
潮
も
連
ら
れ
て
�
水
溝
と
呼
ば
れ
る
や
う
に
な
り
、
琉

球
に
渡
航
し
た
清
國
文
人
た
ち
は
、
夜
間
に
舟
子
が
東
西
の
二
個
所
の
�
水
海
域
で
海

神
を
祭
る
神
秘
的
儀
式
を
相
繼
い
で
書
き
記
し
ま
し
た
。
彼
ら
に
は
所
謂
「
溝
」
な
る

も
の
が
見
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
熱
心
に
そ
の
實
態
を
探
索
し
、
詩
に
詠
じ
た
の
で
、

海
洋
的
民
間
祭
祀
儀
式
の
貴
重
な
記
録
と
な
っ
て
を
り
ま
す
。

清
國
康
煕
五
十
八
年
、
西
暦
１
７
１
９
年
に
は
、
册
封
使
徐
葆
光
が
東
の
琉
球
に
渡

航
し
、
更
に
八
十
年
を
隔
て
て
嘉
慶
五
年
、
西
暦
１
８
０
０
年
に
は
册
封
使
李
鼎
元
も

琉
球
に
渡
航
し
、
と
も
に
船
中
で
琉
球
國
の
公
務
員
が
福
建
沿
岸
か
ら
早
く
も
針
路
を

司
っ
た
情
況
を
記
録
し
ま
し
た
。
こ
の
時
に
至
っ
て
も
、
な
ほ
釣
魚
嶼
海
域
は
航
海
の

安
全
の
た
め
の
協
力
の
海
、
平
和
の
海
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

こ
の
年
代
に
於
い
て
、
北
京
に
居
住
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
宣
教
師
ゴ
ー
ビ
ル
は
、
徐
葆

光
の
册
封
使
録
に
も
と
づ
い
て
琉
球
地
理
報
告
を
著
述
し
、
そ
れ
が
西
暦
１
７
５
２

年
に
フ
ラ
ン
ス
に
屆
き
ま
し
た
。
そ
れ
以
後
歐
洲
で
出
版
さ
れ
た
多
く
の
地
圖
で
は
、

陳
侃
の
記
録
し
た
「
釣
魚
嶼
」（T

iao-yu-su

）
等
の
名
稱
が
採
用
さ
れ
る
や
う
に
な
り

ま
す
。
そ
の
趨
勢
の
も
と
、
西
暦
１
７
８
９
年
の
フ
ラ
ン
ス
航
海
家
ラ
ペ
ル
ー
ズ
、
及

び
西
暦
１
８
４
５
年
の
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
サ
マ
ラ
ン
號
も
こ
の
漢
文
の
名
稱
を
採
用
し
、

航
海
日
録
の
琉
球
海
域
部
分
に
記
録
し
て
を
り
ま
す
。
徐
葆
光
が
進
ん
だ
の
は
東
西
航

路
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
人
イ
ギ
リ
ス
人
が
進
ん
だ
の
は
南
北
航
路
で
す
が
、
二
つ
の
文

いしゐのぞむ・琉球尖閣近著雜録
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化
は
史
籍
中
で
融
合
し
始
め
た
わ
け
で
す
。
ラ
ペ
ル
ー
ズ
は
釣
魚
嶼
を
離
れ
る
時
に
、

こ
こ
か
ら
琉
球
群
島
を
離
れ
る
と
書
い
て
を
り
ま
す
。
サ
マ
ラ
ン
號
の
ベ
ル
チ
ャ
ー
船

長
は
先
づ
福
州
の
琉
球
館
に
島
嶼
の
測
量
を
申
請
し
、
そ
の
後
に
八
重
山
海
域
に
往
き
、

史
上
初
め
て
釣
魚
嶼
列
島
の
自
然
地
理
的
概
略
を
記
録
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
史
實
は
、

國
際
的
に
釣
魚
嶼
列
島
が
ど
う
認
知
さ
れ
て
ゐ
た
か
を
反
映
し
て
を
り
ま
す
。

西
暦
十
九
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
、
平
和
の
海
は
終
に
國
家
が
統
制
す
る
時
代
に
這

入
り
ま
す
。
明
治
二
十
八
年
、
西
暦
１
８
９
５
年
、
約
十
年
間
の
實
地
調
査
を
經
て
、

日
本
國
が
釣
魚
嶼
列
島
を
沖
繩
縣
の
地
籍
に
編
入
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
更
に
尖
閣
諸

島
と
改
名
し
ま
し
た
。
古
賀
辰
四
郎
ら
も
上
陸
し
て
魚
工
場
を
經
營
し
ま
す
。
こ
れ
よ

り
先
、
早
く
も
明
治
十
八
年
、
西
暦
１
８
８
５
年
に
は
、
上
海
の
「
申
報
」
が
こ
の
關

聯
の
動
向
を
報
道
し
ま
し
た
が
、
清
國
政
府
が
こ
れ
を
重
視
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
第
二
次
大
戰
以
後
に
は
、
米
國
の
管
理
下
の
二
十
餘
年
を
經
て
、
昭
和
四
十

七
年
、
西
暦
１
９
７
２
年
に
、
尖
閣
諸
島
は
日
本
に
返
還
さ
れ
ま
し
た
。
中
華
人
民
共

和
國
及
び
中
華
民
國
は
昭
和
四
十
六
年
、
西
元
１
９
７
１
年
よ
り
主
權
を
主
張
し
ま
す
。

そ
の
後
四
十
年
あ
ま
り
の
歴
史
は
誰
も
が
熟
知
す
る
所
で
あ
り
、
私
の
多
言
を
要
し
ま

せ
ん
。
私
の
發
言
は
こ
こ
ま
で
で
す
。
不
充
分
の
處
が
あ
れ
ば
皆
樣
の
ご
教
示
を
お
願

ひ
致
し
ま
す
。

乙
、
第
二
囘
配
布
資
料

第
二
囘
の
會
場
で
は
口
頭
發
表
概
要
「
劉
江
永
氏
所
據
諸
史
料
に
駁
す
」
及
び

「
明
國
清
國
領
域
の
自
認
限
界
線
」
各
二
葉
を
全
員
に
配
布
し
た
。
今
、
印
刷
の

都
合
に
よ
り
訓
讀
用
の
返
り
點
を
削
除
す
る
外
、
一
字
も
改
め
ず
全
文
を
録
す
る
。

發
言
及
び
配
布
資
料
中
、
周
煌
『
海
東
集
』
の
釣
魚
臺
を
二
箇
所
と
し
た
の
は
誤

り
で
あ
り
、
西
側
の
一
箇
所
に
つ
い
て
周
煌
が
二
度
言
及
し
た
と
す
る
の
が
正
し

い
。
し
か
し
趣
旨
に
誤
り
は
無
い
。（
平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
識
す
）

＊

＊

＊

＊

劉
江
永
氏
所
據
諸
史
料
に
駁
す

い
し
ゐ
の
ぞ
む

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
九
日

東
シ
ナ
海
問
題
研
究
會
配
布
資
料

於
東
京
財
團

『
順
風
相
送
』

＊
千
四
百
三
年
と
さ
れ
る
順
風
相
送
は
、
西
暦
千
五
百
七
十
三
年
以
後
成
立
。

＊
卷
首
と
卷
上
と
卷
下
に
分
け
得
る
が
、
卷
首
と
卷
上
と
は
西
航
路
、
卷
下
は
東
航
路

（
史
料０１

）。

卷
首
・
卷
上
は
鄭
和
（
て
い
く
ゎ
）
の
航
路
と
一
致
（
史
料０２

）。
永
樂
年
間
に

成
っ
た
と
推
測
可
。

卷
下
に
釣
魚
嶼
・
長
崎
・
呂
宋
。
西
暦
千
五
百
七
十
三
年
以
後
に
成
る
（
史
料０３

）。

＊
上
卷
西
航
路
で
百
個
所
以
上
の
水
深
計
測
記
録
（
史
料０４

）。
下
卷
東
航
路
で
は

僅
か
二
個
所
（
史
料０５

）。

＊
上
卷
で
海
底
の
泥
地
・
砂
地
・
硬
地
な
ど
計
測
多
數
（
史
料０６

）。
下
卷
で
一
個

所
（
史
料０７

）。

＊
上
卷
で
は
緯
度
を
定
め
る
北
斗
星
・
南
十
字
星
の
計
測
結
果
數
十
個
所
（
史
料０８

）。

下
卷
で
は
無
。
特
に
尖
閣
航
路
は
東
西
方
向
で
あ
り
、
南
北
へ
の
針
路
傾
斜
が
常
に

問
題
。
緯
度
計
測
は
最
も
有
効
の
筈
。

（
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要
す
る
に
上
卷
は
イ
ス
ラ
ム
航
法
、
下
卷
は
チ
ャ
イ
ナ
航
法
。

『
指
南
廣
義
』
所
收
「
三
十
六
姓
所
傳
針
本
」

＊
西
暦
千
七
百
八
年
成
立
書
。
新
語
「
釣
魚
臺
」
を
含
む
。
三
百
年
遡
ら
せ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

＊
『
順
風
相
送
』
と
共
通
の
北
寄
り
航
路
。

東
墻
ー
乙
辰
ー
小
琉
球
頭
ー（
花
瓶
嶼
ー
彭
家
山
）ー（
北
）木
山
。

東
湧
ー
甲
卯
ー
彭
家
山
ー
釣
魚
嶼

（
史
料０９

）

＊
歴
代
使
録
で
北
寄
り
航
路
を
琉
球
人
の
過
誤
と
批
判
。
汪
楫
（
史
料１０

）、
徐
葆

光
（
史
料１１

）
な
ど
。

『
籌
海
圖
編
』（
嘉
靖
四
十
一
年
）卷
一「
沿
海
山
沙
圖
」（
史
料１２

・１３

・１４

・１５

）

＊
『
大
明
一
統
志
』「
海
岸
ま
で
」
が
原
則
（
史
料１６

）。
領
土
線
附
近
の
海
防
を
記

載
す
る
の
が
圖
の
主
旨
。

＊
配
布
「
籌
海
圖
編
の
釣
魚
嶼
は
國
外
且
つ
海
防
外
」。
原
書
卷
四
詳
載
の
海
防
地
が

圖
と
ほ
ぼ
一
致
。

＊
圖
中
所
載
の
「
巡
檢
司
」
（＝

巡
邏
地
）
は
ほ
ぼ
全
て
海
岸
線
上
。
唯
一
「
五
虎
門
」

の
み
島
嶼
。

＊
嘉
靖
三
十
三
年
頃
、
卜
大
同
『
備
倭
記
』「
置
制
」。
官
井
洋
・

洲
・
獺
窟
・
料
羅

に
遊
兵
船
を
設
く
。

＊
『
籌
海
圖
編
』
は
嘉
靖
三
十
九
年
ま
で
記
載
。
嘉
靖
四
十
一
年
の
戚
繼
光
「
横
嶼
大

捷
」
を
載
せ
ず
。

＊
『
籌
海
圖
編
』
刊
行
後
の
嘉
靖
四
十
二
・
四
十
三
年
「
譚
襄
敏
公
奏
議
」
で
倭
寇
を

追
撃
し
た
地
は
、
東
湧
・
臺
山
・
東

・
大
竿
・
七
星
・
白
犬
・
東
山
・
井
門
・
烏

姑
の
み
。
最
遠
で
も
沿
岸
四
十
五
キ
ロ
。

＊
要
す
る
に
『
籌
海
圖
編
』
は
海
防
線
が
最
も
深
く
ま
で
後
退
し
て
ゐ
た
時
代
の
産
物
。

海
防
線
外
の
各
島
嶼
が
大
自
然
の
ま
ま
に
置
か
れ
て
ゐ
る
の
が
圖
の
上
半
分
で
あ
る
。

「
琉
球
三
十
六
島
圖
歌
」（
清
・
徐
葆
光
作
）

「
太
平
諸
山
作
南
鎭
、
臺
灣
直
北
遙
相
望
。」（
臺
灣
の
直
北
、
遙
か
に
相
望
む
）

＊
太
平
山
の
直
北
で
な
く
臺
灣
の
直
北
。

＊
「
琉
球
三
十
六
島
圖
」（
史
料１７

）
に
據
る
歌
。
尖
閣
を
載
せ
ず
、
臺
灣
北
部
と

東
西
に
な
ら
ぶ
。

「
琉
球
彈
丸
綴

海
、
得
此
可
補
東
南
荒
。」

＊
綴
は
縫
、
疎
密
あ
り
。
荒
は
無
主
地
。
彈
丸
で
「
荒
」
の
全
域
を
補
ひ
得
ず
。
無
主

地
・
公
海
あ
り
。

『
臺
海
使
槎
録
』（
清
・
黄
叔

）

＊
臺
灣
府
の
領
土
線
は
諸
地
誌
に
明
記
。
最
北
端
は
鷄
籠
。
東
北
端
は
三
貂＝

鼻
山
。

尖
閣
は
領
土
外
。

＊
凡
そ
釣
魚
嶼
・
釣
魚
臺
の
諸
史
料
は
大
き
く
三
系
統
。

＊
第
一
系
統：

島
の
位
置
が
ほ
ぼ
特
定
可
能
。
現
代
の
尖
閣
各
島
に
擬
し
得
る
。

福
建
か
ら
琉
球
ま
で
の
航
路
上
の
記
録
が
ほ
ぼ
全
て
こ
れ
に
屬
す
る
。

代
表
的
史
料
は
陳
侃
『
使
琉
球
録
』、
徐
葆
光
『
中
山
傳
信
録
』
な
ど
。

＊
第
二
系
統：
釣
魚
臺
だ
け
を
記
載
し
て
、
他
の
島
嶼
を
記
載
し
な
い
。
位
置
を
特
定

し
に
く
い
。
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清
國
臺
灣
府
の
歴
代
地
誌
の
釣
魚
臺
の
記
録
が
全
て
こ
れ
に
屬
す
。

い
づ
れ
も
「
山
後
大
洋
、
北
有
釣
魚
臺
、
可
泊
大
船
十
艘
。」
と
記
載
。

山
後
は
臺
灣
東
部
。
代
表
的
史
料
は
黄
叔

『
臺
海
使
槎
録
』、
陳
壽
祺
『
重

纂
福
建
通
志
』
な
ど
。

＊
第
三
系
統：
臺
灣
北
方
の
彭
佳
嶼
も
し
く
は
花
瓶
嶼
を
釣
魚
臺
・
釣
魚
嶼
と
呼
ん
だ

も
の
。西

暦
千
七
百
五
十
六
年
の
全
魁
『
乘
槎
集
』、
同
時
の
周
煌
『
海
東
集
』。

西
暦
千
八
百
八
十
年
頃
の
陳
觀
酉
『
含
暉
堂
遺
稿
』
卷
二
「
琉
球
雜
咏
」。

全
魁
詩
十
四
首
、
西
か
ら
東
へ
の
航
路
。（
史
料１８

）

第
五
首
、
チ
ャ
イ
ナ
大
陸
が
遠
く
消
え
去
る
。
第
六
首
、
螺
旋
形
の
如
き
釣
魚

臺
を
遠
望
。
第
七
首
、
大
洋
を
高
速
で
進
む
。
第
八
首
、
華
夷
の
界
。
第
九
首
、

黄
尾
嶼
が
赤
尾
嶼
に
連
な
る
。

尖
閣
の
釣
魚
臺
は
螺
旋
形
で
は
な
い
。
螺
旋
形
は
花
瓶
嶼
。

尖
閣
の
釣
魚
臺
と
黄
尾
嶼
と
の
間
は
三
十
キ
ロ
、
高
速
で
長
驅
す
る
距
離
で
は

な
い
。
花
瓶
嶼
か
ら
尖
閣
ま
で
約
百
五
十
キ
ロ
、
詩
に
符
合
。

周
煌
『
海
東
集
』（
史
料１９

）。

鷄
籠
山
ー
釣
魚
臺
ー
花
瓶
嶼
ー
�
水
溝
ー
釣
魚
臺
ー
姑
米
山
の
順
。

東
西
に
二
つ
の
釣
魚
臺
。
西
の
釣
魚
臺
は
臺
灣
北
方
三
島
（
花
瓶
嶼
な
ど
）。

東
の
釣
魚
臺
は
尖
閣
。

陳
觀
酉
「
琉
球
雜
咏
」
曰
く
「
釣
魚
臺
過
問
花
瓶
」（
史
料２０

）。

花
瓶
嶼
は
釣
魚
臺
を
過
ぎ
た
後
。

全
魁
・
周
煌
・
陳
觀
酉
の
情
報
源
は
『
籌
海
圖
編
』
内
「
沿
海
山
沙
圖
」。
多
く
の
海

防
書
に
轉
載
。

鷄
籠
山
ー
彭
加
山
ー
釣
魚
嶼
ー
化
瓶
山
ー
黄
毛
山
ー
赤
嶼
の
順
。

『
籌
海
圖
編
』
か
ら
全
魁
・
周
煌
を
經
て
陳
觀
酉
ま
で
一
系
統
を
成
す
。
即
ち

第
三
系
統
。

＊
第
一
系
統
の
釣
魚
臺
は
東
、
第
三
系
統
の
釣
魚
臺
は
西
。
第
二
系
統
は
不
確
定
。

チ
ャ
イ
ナ
主
張：

第
二
系
統
を
第
一
系
統
に
擬
す
る
。
清
國
領
土
外
な
が
ら
地
理
的

附
隨
性
有
り
。

＊
方
濬
頤「
臺
灣
地
勢
番
情
紀
略
」：

「
鷄
籠
山
陰
有
釣
魚
嶼
者
、
舟
可
泊
、
是
宜
設
防
」

（
史
料２１

）

山
陰
は
正
北
側
。
臺
灣
の
北
方
島
嶼
で
あ
り
、
尖
閣
に
非
ず
。
第
三
系
統
と
同
じ
。

釣
魚
嶼
だ
け
を
單
獨
で
記
載
。
舟
が
停
泊
で
き
る
。
第
二
系
統
と
同
じ
。
第
二
第
三

系
統
が
繋
が
る
。

方
濬
頤
は
清
末
、
帆
船
時
代
の
末
の
人
。
現
代
人
は
「
大
洋
の
北
」
を
遠
く
八
重
山

海
域
の
北
側
と
誤
解
。

帆
船
時
代
に
大
海
を
越
え
る
の
は
困
難
な
大
事
業
。
地
圖
も
不
備
。

臺
灣
島
東
部
の
「
大
洋
の
北
」
と
は
、
大
洋
を
望
む
沿
岸
海
域
の
北
側
。
方
濬
頤
の

認
識
が
自
然
。

＊
第
一
系
統
で
は
釣
魚
嶼
を
常
に
東
方
と
し
て
認
識
。第
二
系
統
に
あ
て
は
め
れ
ば「
大

洋
の
東
」。

＊
尖
閣
で
半
年
後
の
季
節
風
を
待
ち
臺
灣
に
戻
る
こ
と
は
無
い
。
第
一
系
統
は
全
て
琉

球
國
と
と
も
に
記
述
。

↓
第
二
系
統
を
あ
て
は
め
得
る
の
は
、
第
一
系
統
の
尖
閣
で
な
く
、
第
三
系
統
の
臺

灣
北
方
三
島
の
み
。

＊
第
二
系
統
最
古
の
『
臺
海
使
槎
録
』
も
第
三
系
統
『
籌
海
圖
編
』
の
浸
潤
下
で
書
か

（
一
〇
）
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れ
た
可
能
性
大
。

＊

＊

＊

＊

明
國
清
國
領
域
の
自
認
限
界
線

い
し
ゐ
の
ぞ
む

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
九
日

東
シ
ナ
海
問
題
研
究
會
配
布
資
料

於
東
京
財
團

琉
球
國
の
西
界
の
記
録
は
多
い
。
同
じ
く
明
國
清
國
の
東
界
の
記
録
も
多
數
。
中
間

は
無
主
地
・
公
海
。

【
臺
灣
航
路
の
東
端
】
中
華
界
・
華
夷
界
・
東
洋
山
。
全
て
尖
閣
の
西
側
に
分
界
線
。

＊
佚
名『
按
針
似
看
山
譜
』（
東
北
大
學
藏
）鷄
籠
圖
註：
「
見
東
洋
山
、即
是
釣
魚
臺
。」

（
史
料２２

）

鷄
籠
を
過
ぎ
て
か
ら
「
東
洋
」。
臺
灣
島
ま
で
は
東
洋
で
な
い
と
認
識
。
附
屬
島

嶼
説
を
否
定
。

＊
全
魁
『
乘
槎
集
』（
西
暦１７５６

）：

「
天
教
一
線
界
華
夷
。」（
史
料１８

）

尖
閣
の

西
側
。

＊
齊
鯤
「
航
海
八
詠
・
鷄
籠
山
」（
西
暦１８０８

）：

「
猶
是
中
華
界
、
蒼
茫
四
望
空
。」

（
史
料２３

）

＊
費
錫
章
『
一
品
集
』（
西
暦１８０８

）：

「
�
溝
行
過
中
華
界
。」（
史
料２４

）

＊
齊
鯤
「
渡
海
吟
」（
西
暦１８０８

）：

「
鷄
籠
山
過
中
華
界
。」（
史
料２５

）

費
錫
章

「
中
華
界
」
の
和
詩
。

【
官
定
の
領
土
線
】

＊
『
大
明
一
統
志
』（
西
暦１４６１

）
卷
七
十
四
福
建
・
福
州
府：

「
東
至
海
岸
一
百
九

十
里
。」（
史
料１６

）

＊
夏
子
陽『
使
琉
球
録
』：

「
以
渡
海
所
用
金
銀
酒
器
共
二
百
三
十
餘
兩
、追
送
諸
境
上
」

（
史
料２６

）

＊
陳
淑
均
『
葛
瑪
蘭
廳
志
』（
西
暦１８５２

）
卷
一
「
封
域
・
疆
域
」：

「
北
至
三
貂
・

遠
望
坑
、
與
淡
水
廳
交
界
、
六
十
五
里
。
…
東
北
至

鼻
山
、
與
淡
水
洋
面
界
、
水

程
九
十
五
里
。」（
史
料２７

）

【
勢
力
所
及
島
嶼
の
線
】

＊
『
皇
明
實
録
』（
西
暦１６１７

）「
…
…
爲
臺
山
、
爲

山
、
爲
東
湧
、
爲
烏

、
爲

彭
湖
、
爲
彭
山
、
皆
是
我

門
庭
之
内
、
豈
容
汝
渉
一
跡
。
此
外
溟
渤
、
華
夷
所
共
、

…
」（
史
料２８

）

＊
汪
楫
『
觀
海
集
』（
１
６
８
３
）：

「
過
東
沙
山
、
是

山
盡
處
。」（
史
料２９

）

陳
侃
『
使
琉
球
録
』
に
「

之
山
」（
史
料３０

）。

程
順
則
『
指
南
廣
義
』
内
「
天
妃
靈
應
記
」
に
「

山
」（
史
料３１

）。
福
建

の
陸
地
。

＊
『
皇
朝
通
典
』（
西
暦１７６７

）
卷
六
十：

「
順
治
元
年
定
、
貢
使
歸
國
、
…
照
例
送

出
邊
境
」（
史
料３２

）

＊
署
理
巡
撫
周
學
健
奏
（１７４３

）：

「
五
月
十
三
日
、
護
送
至
竿
塘
洋
面
放
洋
、
長
行
囘

國
」（
史
料３３

）

【
中
外
界＝

内
外
界
】
尖
閣
の
東
に
も
西
に
も
あ
り
。
中
華
界
に
非
ず
。
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〔
尖
閣
の
西
側
〕

＊
張
學
禮
『
使
琉
球
記
』：

「
過
分
水
洋
矣
。
此
天
之
所
以
界
中
外
者
。」（
史
料３４

）

六
月
七
日
に
大
陸
か
ら
出
航
。
六
月
九
日
に
大
洋
に
入
り
、
す
ぐ
に
分
水
洋
を

過
ぎ
る
。

＊
徐
葆
光
「
海
舶
謠
」：

「
内
外
洋
分
界
、
名
過
溝
。
沈
活
猪
羊
以
祭
。」（
史
料３５

）

臺
灣
島
北
端
附
近
。

〔
尖
閣
の
東
側
〕

＊
汪
楫『
使
琉
球
雜
録
』（
西
暦１６８３

）：

「
問
、
郊
之
義
何
取
。
曰
、
中
外
之
界
也
。
」

（
史
料３６

）。

＊
周
煌
「
海
上
即
事
」（
西
暦１７５６

）：

「
豈
知
中
外
原
無
界
。」
自
注
「
舟
過
�
水
溝
、
投
牲
以
祭
、
相
傳
中
外
分
界

處
。」（
史
料３７

）

＊
費
錫
章
『
一
品
集
』
卷
下
（
西
暦１８０８

）：

詩
題
「
�
溝
洋
」、
原
註
「
中
外
分
界

處
」（
史
料３８

）

太
平
山
（
宮
古
島
）
の
北
方
を
過
ぎ
た
後
。
尖
閣
諸
島
の
東
側
の
�
潮
。

＊
齊
鯤
「
航
海
八
詠
」（
西
暦１８０８

）：

「
大
海
無
中
外
、
渾
然
劃
一
溝
。」（
史
料２３

）

赤
尾
嶼
の
次
に
詠
じ
る
。

〔
尖
閣
の
東
西
不
確
定
〕

＊
王
文
治
「
渡
海
吟
」（
西
暦１７５６

）：

「
方
知
中
外
有
分
疆
、
設
險
惟
天
界
殊
域
。」

（
史
料３９

）

但
し
西
側
の
可
能
性
高
し
。
理
由：

１
、
下
數
句
で
「
東
去
、
將
に
い
づ
く
に
如
（
ゆ
）
か
ん
と
す
」。
久
米
島
が

近
づ
く
敘
述
で
は
な
い
。

２
、
同
時
渡
航
の
全
魁
は
尖
閣
の
西
で
華
夷
界
。（
史
料１８

）

＊
潘
相
『
琉
球
入
學
見
聞
録
』（
西
暦１７６４

）「
�
水
溝
爲
中
外
界
水
。
過
溝
必
先
祭

之
。」（
史
料４０

）

【
餘
論
・
琉
球
の
風
水
】
那
覇
を
中
心
と
し
て
、
尖
閣
を
外
と
す
る
。

〔
鎭
山
〕

＊
徐
葆
光
「
中
山
傳
信
録
」
卷
一
「
針
路
」：

「
取
姑
米
山
」
自
註：

「
琉
球
西
南
方
界

上
鎭
山
」。

＊
「
周
禮
・
春
官
・
大
司
樂
」

鄭
玄
注：

「
四
鎭
、
山
之
重
大
者
。
謂
揚
州
之
會
稽
・
青
州
之
沂
山
・
幽
州
之

醫
無
閭
・
冀
州
之
霍
山
。」

賈
公
彦
疏：

「『
職
方
・
九
州
』、
州
各
有
鎭
山
。」

＊
章

「
圖
書
編
」
卷
三
十
に
引
く
元
・
金
履
祥
の
語：

「
泰
山
特
起
東
方
、
爲
中
國

水
口
表
鎭
。」

鎭
山
は
各
地
（
各
州
）
の
主
山
で
あ
り
な
が
ら
、
久
米
島
は
琉
球
國
の
西
端
に

近
い
。
久
米
島
を
泰
山
と
同
じ
く
「
表
鎭
」
と
解
す
れ
ば
通
じ
る
。

〔
案
山
〕

＊
郭
汝
霖
「
重
編
使
琉
球
録
」
卷
上
「
使
事
紀
」：

「
土
納
己
山
、
琉
球
之
案
山
。」

＊
「
人
子
須
知
」
卷
五
「
砂
法
・
論
案
山
」：

「
凡
穴
前
低
小
之
山
、
名
曰
案
山
。」

那
覇
を
中
心
と
し
て
、
久
米
島
が
前
方
の
外
に
近
け
れ
ば
、
中
間
の
渡
名
喜
島

が
案
山
と
な
る
。

〔
大
宅
〕

（
一
二
）
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＊
徐
葆
光
「
琉
球
三
十
六
島
圖
歌
」：

「
羅
列
衆
星
皆
内
拱
、
中
山
大
宅
居
中
央
。」

衆
星
は
琉
球
各
島
。
内
拱
は
那
覇
に
向
か
っ
て
拱
す
る
。
清
國
に
拱
す
る
の
で

は
な
い
。
中
山
は
那
覇
。
大
宅
と
し
て
風
水
の
中
央
を
占
め
る
。

〔
郊
・
中
外
之
界
〕

汪
楫
の
舟
で
祭
祀
を
行
な
っ
た
海
域
。
郊
・
中
外
之
界
は
鎭
山
・
案
山
・
大
宅
と
同
じ

く
風
水
用
語
。

統
一
解：

那
覇
が
中
。
渡
名
喜
島
が
前
方
。
久
米
島
が
外
に
近
い
大
島
。
郊
を
隔
て
て

尖
閣
が
外
。

丙
、
第
二
囘
映
寫
用
史
料
四
十
種
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丁
、
第
二
囘
發
言

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
九
日
、
於
東
京
財
團
會
議
室
。

陳
侃
『
使
琉
球
録
』
に
は
、
�
州
人
に
つ
い
て
「
色
少
し
く
も
動
か
ず
」（
色
不
少

動
）
と
の
形
容
が
有
る
。
劉
江
永
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
�
州
人
が
非
常
に
冷
靜
沈
着

に
航
路
の
案
内
を
し
て
ゐ
た
こ
と
を
示
す
と
主
張
す
る
。
し
か
し
陳
侃
録
の
こ
の
箇
所

は
、
古
米
山
（
久
米
島
）
に
到
着
し
た
後
の
部
分
で
あ
る
。
船
が
尖
閣
を
過
ぎ
た
か
否

か
の
問
題
で
は
な
い
。
姑
米
山（
久
米
島
）に
到
着
す
る
と
、
琉
球
人
は
最
も
よ
く
知
っ

て
ゐ
る
海
域
に
這
入
り
、
家
に
着
い
た
と
い
ふ
こ
と
で
琉
球
人
が
大
喜
び
す
る
。
�
州

人
の
「
色
不
少
動
」
は
、
古
米
山
に
着
い
た
後
の
記
述
で
あ
る
。
古
米
山
以
後
の
記
述

に
於
い
て
、
�
州
人
が
落
ち
着
い
て
ゐ
た
の
は
琉
球
人
の
お
蔭
だ
と
推
測
す
べ
き
で
あ

る
。
色
々
な
史
料
に
よ
れ
ば
、
基
本
的
に
航
路
案
内
は
琉
球
人
、
航
海
術
は
�
州
人
と

い
ふ
分
擔
が
ほ
ぼ
存
在
し
た
。
�
州
人
が
久
米
島
で
非
常
に
落
ち
着
い
て
を
り
、
航
路

を
熟
知
し
て
ゐ
た
か
の
や
う
に
見
え
る
の
は
、
ま
さ
し
く
琉
球
人
が
熟
知
し
て
ゐ
た
こ

と
を
示
す
。
劉
江
永
氏
の
主
張
は
話
が
逆
で
あ
る
。
こ
れ
に
類
似
す
る
こ
と
は
他
に
も

多
々
有
る
。

次
に
劉
江
永
氏
の
提
示
す
る
新
史
料
、
西
暦
千
九
百
七
十
一
年
の
伊
澤
眞
伎
女
史
の

證
言
に
つ
い
て
。
こ
の
時
は
ま
だ
中
華
人
民
共
和
國
が
國
家
と
し
て
領
有
を
宣
言
し
て

ゐ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
西
暦
千
九
百
六
十
八
年
頃
か
ら
世
間
で
は
大
い
に
尖

閣
が
話
題
に
な
っ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
、
伊
澤
眞
伎
女
史
の
證
言
の
載
っ
て
ゐ
る
雜
誌『
群

星
』（
ム
ル
カ
プ
ス
）
は
、
既
に
日
本
の
帝
國
主
義
に
よ
る
尖
閣
侵
掠
を
激
し
く
批
判

す
る
論
調
を
主
と
す
る
。
そ
の
中
に
見
え
る
伊
澤
眞
伎
女
史
の
證
言
は
既
に
政
治
的
で

あ
る
。

伊
澤
眞
伎
女
史
の
述
べ
る
清
國
人
の
遺
骸
に
つ
い
て
は
、
高
橋
庄
五
郎
氏
の
著
書
に

いしゐのぞむ・琉球尖閣近著雜録
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も
出
て
ゐ
る
。
た
だ
高
橋
庄
五
郎
氏
の
著
書
で
は
遺
骸
の
證
言
が
い
つ
出
た
も
の
な
の

か
を
明
示
し
な
い
。
閲
者
は
み
な
、
高
橋
氏
が
よ
く
分
か
ら
な
い
こ
と
を
書
い
て
ゐ
る

と
だ
け
思
っ
て
ゐ
た
。
し
か
し
こ
の
度
、
劉
江
永
氏
の
發
見
に
よ
り
、
高
橋
庄
五
郎
氏

が
も
と
づ
い
た
資
料
が
分
か
っ
た
。
高
橋
庄
五
郎
氏
は
沖
繩
の
小
さ
な
雜
誌
に
載
っ
た

伊
澤
眞
伎
證
言
に
も
と
づ
い
て
書
い
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
高
橋
庄
五
郎
氏
の
根
據
も

西
暦
千
九
百
七
十
一
年
以
後
に
過
ぎ
な
い
。

つ
づ
い
て
配
布
資
料
「
劉
江
永
氏
所
據
諸
史
料
に
駁
す
」
の
内
容
を
述
べ
る
。
劉
江

永
氏
は
、
第
一
囘
東
シ
ナ
海
問
題
研
究
會
で
『
順
風
相
送
』
を
所
據
史
料
と
し
て
提
出

し
た
。
中
華
人
民
共
和
國
公
式
見
解
で
も
、
西
暦
千
四
百
三
年
成
立
書
と
さ
れ
る
。
し

か
し
事
實
は
西
暦
千
五
百
七
十
三
年
以
後
の
成
立
書
で
あ
る
。

『
順
風
相
送
』
全
本
は
三
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
暫
時
こ
れ
を
卷
首
・
卷
上
・
卷
下

と
名
づ
け
よ
う
。
配
布
資
料
の
二
行
目
に
書
い
て
お
い
た
。
卷
首
・
卷
上
は
、
西
航
路
、

即
ち
ス
マ
ト
ラ
島
以
西
の
航
路
で
あ
る
。
卷
下
は
東
航
路
、
ル
ソ
ン
・
日
本
・
尖
閣
・

琉
球
な
ど
で
あ
る
。
史
料
一
の
二
枚
は
、
卷
上
の
末
尾
と
卷
下
の
開
始
と
で
あ
る
。
原

本
は
こ
の
箇
所
で
切
れ
て
分
か
れ
て
ゐ
る
が
、
世
間
で
は
認
識
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
分
卷

の
前
と
後
と
で
は
全
く
内
容
が
異
な
る
。

史
料
二
は
、『
順
風
相
送
』
卷
首
・
卷
上
の
中
か
ら
代
表
的
な
部
分
で
あ
る
。
鄭
和

が
ア
フ
リ
カ
ま
で
往
っ
た
航
路
を
記
述
し
て
を
り
、
い
ま
分
か
り
や
す
く
ホ
ル
ム
ズ
海

峽
に
赤
線
を
引
い
た
。
卷
首
・
卷
上
は
鄭
和
の
航
路
の
内
容
が
中
心
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
こ
れ
に
對
し
て
卷
下
は
全
て
東
航
路
で
あ
る
。

そ
し
て
史
料
三
は
『
順
風
相
送
』
卷
下
の
中
か
ら
長
崎
を
記
述
す
る
箇
所
で
あ
る
。

長
崎
の
下
の
「
籠
仔
沙
機
」
と
は
、
福
建
南
部
の
字
音
で
籠
を
「lang

」
と
讀
み
、
仔

を
「a

」
と
讀
み
、
連
ね
る
と
「langa

」
即
ち
鼻
濁
音
の
ラ
ン
ガ
ー
で
あ
る
。
沙
機
は

福
建
南
部
で
も
そ
の
ま
ま
サ
キ
と
讀
む
。「
ラ
ン
ガ
ー
サ
キ
」
は
「
な
が
さ
き
」
の
鼻

濁
音
の
訛
り
で
あ
る
。
そ
の
下
に
「
佛
郎
番
こ
こ
に
在
り
」
と
有
る
が
、
佛
郎
番
は
フ

ラ
ン
キ
人
、
即
ち
西
洋
人
を
指
す
。
長
崎
が
開
港
し
た
ば
か
り
の
時
、
日
本
に
來
て
ゐ

た
西
洋
人
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
だ
け
な
の
で
、
こ
れ
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
だ
と
す
る
の
が
定

説
と
な
っ
て
ゐ
る
。
長
崎
開
港
は
西
暦
千
五
百
七
十
年
で
あ
る
。
時
間
短
縮
の
た
め
、

『
順
風
相
送
』
に
つ
い
て
詳
細
は
配
布
資
料
を
ご
覽
頂
く
。

次
に
『
指
南
廣
義
』
の
「
三
十
六
姓
所
傳
針
本
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。
西
暦
千
七
百

八
年
成
立
書
だ
が
、
劉
江
永
氏
は
三
百
年
遡
ら
せ
て
主
張
す
る
。
そ
れ
は
學
術
的
に
不

可
能
で
あ
る
。
最
大
の
特
徴
は
『
順
風
相
送
』
と
同
じ
航
路
を
載
せ
る
こ
と
に
在
る
。

史
料
九
の
右
側
が
『
順
風
相
送
』、
左
側
が
『
指
南
廣
義
』
で
あ
る
が
、
彭
佳
山
に
注

目
を
要
す
る
。
福
建
か
ら
徑
直
に
彭
佳
山
に
到
達
し
、
臺
灣
を
經
由
し
な
い
。
こ
の
や

う
な
航
路
を
記
載
す
る
針
路
簿
は
『
順
風
相
送
』
及
び
『
指
南
廣
義
』
だ
け
で
あ
る
。

但
し
針
路
簿
で
な
く
航
行
記
録
に
於
い
て
は
、
臺
灣
を
經
由
し
な
い
こ
と
が
多
々
有
る
。

こ
の
航
路
の
特
徴
は
、
琉
球
人
が
こ
の
海
域
の
航
行
に
熟
練
し
て
ゐ
る
の
で
、
島
づ
た

ひ
に
進
む
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
に
在
る
。
琉
球
人
特
有
の
航
路
と
言
へ
る
。
歴
代
の

史
料
に
は
、
琉
球
人
は
北
寄
り
を
進
み
た
い
、
福
建
人
は
南
に
安
全
に
臺
灣
を
確
認
し

て
進
み
た
い
、
と
い
ふ
爭
ひ
が
幾
度
も
記
録
さ
れ
て
ゐ
る
。
臺
灣
を
經
由
し
な
い
航
路

を
記
載
す
る
『
順
風
相
送
』
は
、
琉
球
的
特
色
の
書
な
の
で
あ
る
。
日
本
側
に
と
っ
て

は
、『
順
風
相
送
』
の
成
立
年
代
が
早
け
れ
ば
早
い
ほ
ど
良
い
。

次
に
『
琉
球
三
十
六
島
圖
歌
』
に
つ
い
て
述
べ
る
。
劉
江
永
氏
の
説
で
は
、「
太
平

諸
山
」
即
ち
宮
古
諸
島
の
直
北
に
臺
灣
の
附
屬
島
嶼
た
る
尖
閣
が
有
り
、
宮
古
島
か
ら

直
北
に
こ
れ
を
望
む
と
す
る
。
史
料
十
七
は
「
三
十
六
島
圖
歌
」
の
詠
ず
る
所
の
「
三

十
六
島
圖
」
で
あ
る
。「
太
平
諸
山
」
と
は
、
中
心
の
太
平
山
を
始
め
と
す
る
先
島
諸

（
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島
を
指
し
、
八
重
山
ま
で
含
む
。
そ
の
西
側
に
臺
灣
が
有
る
と
い
ふ
意
は
、
太
平
山
と

臺
灣
北
部
即
ち
「
臺
灣
直
北
」
と
が
互
ひ
に
東
西
に
相
望
む
こ
と
を
詠
ん
で
ゐ
る
。

次
に
配
布
資
料
中
の
『
臺
海
使
槎
録
』
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
れ
は
臺
灣
附
屬
島
嶼

説
の
根
據
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
先
づ
、
清
國
臺
灣
府
の
領
土
線
は
明
確
で
あ
る
。

最
北
端
は
鶏
籠
で
あ
り
、
東
北
端
は
三
貂
即
ち

鼻
山
で
あ
る
。
尖
閣
は
領
土
線
外
に

存
在
す
る
。

「
下
關
條
約
」
の
附
屬
島
嶼
の
議
論
は
全
く
意
義
を
成
さ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
統
治
外

の
土
地
は
條
約
の
對
象
と
な
り
得
な
い
。
從
っ
て
地
理
的
附
隨
性
は
領
有
に
關
は
る
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
地
理
的
附
隨
性
に
つ
い
て
も
否
定
す
る
の
が
最
善
で
あ
る
。

以
下
に
述
べ
る
。

全
て
の
尖
閣
史
料
は
、
大
き
く
三
系
統
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
系
統
は
最

も
著
名
で
あ
り
、
尖
閣
諸
島
の
位
置
が
ほ
ぼ
特
定
で
き
る
。
第
二
系
統
は
位
置
が
確
定

し
に
く
く
、
そ
の
代
表
が
『
臺
海
使
槎
録
』
で
あ
る
。
第
二
系
統
の
全
史
料
に
於
い
て
、

釣
魚
臺
だ
け
が
出
て
來
て
、
尖
閣
列
島
中
の
他
の
島
は
出
て
來
な
い
。
第
三
系
統
は
、

臺
灣
北
方
三
島
即
ち
彭
佳
嶼
・
花
瓶
嶼
な
ど
を
釣
魚
臺
と
呼
ぶ
。

第
三
系
統
の
史
料
は
三
つ
有
る
。
三
つ
は
そ
れ
ぞ
れ
全
魁
作
、
周
煌
作
、
陳
觀
酉
作

で
あ
る
。

史
料
十
八
の
全
魁
の
詩
で
は
、
釣
魚
臺
を
花
瓶
嶼
と
取
り
違
へ
て
ゐ
る
。
尖
閣
の
西

方
の
臺
灣
北
部
の
島
と
取
り
違
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
史
料
十
九
の
周
煌
『
海
東
集
』

に
は
釣
魚
臺
が
二
度
出
て
來
る
。
順
次
列
す
る
と
、
鷄
籠
山
―
釣
魚
臺
―
花
瓶
嶼
―
黒

水
溝
―
釣
魚
臺
―
姑
米
山
と
な
る
。
東
西
二
つ
の
釣
魚
臺
の
う
ち
西
の
釣
魚
臺
は
臺
灣

北
方
三
島
の
一
つ
で
あ
る
。
次
に
史
料
二
十
の
陳
觀
酉
の
詩
に
は
、「
釣
魚
臺
過
ぎ
て

花
瓶
を
問
ふ
」
と
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
も
臺
灣
北
部
の
花
瓶
嶼
よ
り
も
西
側
に
釣
魚
臺

を
置
い
て
ゐ
る
。

以
上
三
氏
の
詩
の
情
報
源
は
明
國
の
『
籌
海
圖
編
』
で
あ
る
。『
籌
海
圖
編
』
で
は
、

鷄
籠
山
―
彭
佳
山
―
釣
魚
嶼
―
化
瓶
山
（
花
瓶
嶼
）
―
黄
毛
山
―
赤
嶼
と
列
し
、
同
じ

く
釣
魚
臺
が
西
側
に
置
か
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
第
三
系
統
の
釣
魚
臺
は
臺
灣
北
方
の
島

に
外
な
ら
な
い
。

で
は
位
置
の
確
認
し
に
く
い
第
二
系
統
の
釣
魚
臺
は
、
第
一
系
統
か
第
三
系
統
か
ど

ち
ら
に
屬
す
べ
き
も
の
か
。
そ
れ
を
繋
ぐ
の
が
史
料
二
十
一
方
濬
頤
『
臺
灣
地
勢
番
情

紀
略
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
鶏
籠
山
陰
に
釣
魚
臺
」
と
書
い
て
あ
り
、
こ
の
釣
魚
臺
も

臺
灣
北
方
の
島
で
あ
り
、
第
三
系
統
に
屬
す
る
。
し
か
し
第
二
系
統
と
同
じ
く
釣
魚
嶼

は
單
獨
で
記
載
さ
れ
、
船
を
停
泊
で
き
る
と
述
べ
る
。
方
濬
頤
の
理
解
で
は
第
二
系
統

と
第
三
系
統
と
は
同
一
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
配
布
資
料
「
明
國
清
國
領
域
の
自
認
限
界
線
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。
内
容

を
一
言
で
ま
と
め
れ
ば
、チ
ャ
イ
ナ
勢
力
の
東
の
限
界
線
が
、尖
閣
の
遙
か
西
方
に
あ
っ

た
こ
と
を
示
す
史
料
の
う
ち
の
一
部
分
で
あ
る
。
配
布
資
料
中
の
引
用
史
料
以
外
に
も
、

多
數
有
る
。

史
料
二
十
二
、
東
北
大
學
所
藏
「
按
針
似
看
山
譜
」
は
、
東
北
大
學
か
ら
使
用
許
可

を
得
て
ゐ
な
い
た
め
、
手
書
き
で
代
替
す
る
。
こ
の
中
で
鷄
籠
山
を
過
ぎ
た
處
で
東
洋

と
呼
ぶ
の
は
、
鷄
籠
山
を
東
洋
と
看
做
し
て
ゐ
な
い
。「
東
洋
」
の
海
域
に
臺
灣
を
含

め
な
い
認
識
の
も
と
で
、「
東
洋
」
海
域
に
釣
魚
臺
が
あ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は

孤
立
し
た
史
料
で
は
な
く
、
同
じ
く
臺
灣
島
北
端
附
近
で
「
中
華
の
界
を
過
ぐ
」
と
述

べ
る
史
料
を
、
配
布
資
料
中
に
幾
つ
も
舉
げ
て
お
い
た
。
華
夷
の
界
は
臺
灣
の
北
方
に

存
在
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
。

こ
れ
ら
華
夷
界
の
認
識
だ
け
で
な
く
、
配
布
資
料
の
次
條
の
官
定
領
土
線
の
記
録
も

いしゐのぞむ・琉球尖閣近著雜録

―２０６―

（
二
七
）



多
數
あ
る
。
ま
た
海
防
兵
力
範
圍
を
説
明
す
る
史
料
も
多
數
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
に
は

全
て
、
尖
閣
の
遙
か
西
方
で
チ
ャ
イ
ナ
が
終
る
こ
と
を
示
す
。

次
に
尖
閣
の
東
側
で
は
、「
中
外
界
」
の
記
述
が
よ
く
知
ら
れ
る
。
し
か
し
「
中
外

界
」
は
尖
閣
の
西
に
も
東
に
も
有
る
。
從
っ
て
「
中
外
界
」
は
「
中
國
」
と
「
外
國
」

と
の
界
で
は
な
い
。

最
後
の
配
布
資
料
の
末
尾
の
一
段
の
通
り
、
琉
球
の
風
水
思
想
に
於
い
て
は
、
琉
球

を
「
中
」
と
す
る
側
に
「
中
外
」
の
「
中
」
を
あ
て
は
め
て
始
め
て
琉
球
風
水
を
統
一

解
釋
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
二
つ
の
論
理
か
ら
言
っ
て
、「
中
外
」
は
「
中
國
」

と
「
外
國
」
で
は
な
い
。
た
だ
の
中
（
な
か
）
と
外
（
そ
と
）
を
指
す
に
過
ぎ
な
い
。

（
終
）

尖
閣
４
８
０
年
史
ブ
ロ
グ
所
載
圖
四
種

第
三

筆
者
の
ブ
ロ
グ
「
尖
閣
４
８
０
年
史
」（http://senkaku.blog.jp

）
に
掲
載
し
た
尖

閣
地
圖
四
種
を
録
す
。
ブ
ロ
グ
に
て
加
へ
た
解
題
に
本
稿
で
は
少
し
く
加
筆
す
る
。

（
二
八
）

純 心 人 文 研 究 第２１号 ２０１５
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甲
（
前
頁
）、
平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
日
ブ
ロ
グ
掲
載
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ダ
ラ
ス
・

バ
ー
ナ
ー
ド「
廣
東
よ
り
南
京
に
至
る
支
那
東
岸
圖
」、W

illiam
D

allasB
ernard

「E
ast

coastof
C

hina
from

C
anton

to
N

anking

」、
西
暦
千
八
百
四
十
五
年
製
。
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
國
立
圖
書
館
圖
庫
、M

A
P

R
M

275

。http://nla.gov.au/nla.m
ap-rm

275

ベ
ル
チ
ャ
ー
船
長
の
サ
マ
ラ
ン
號
航
海
の
同
年
の
製
圖
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
のW

il-

liam
H

utcheon
H

all
氏
ら
が
鴉
片
戰
爭
中
に
留
め
た
記
録
に
も
と
づ
き
、
ロ
ン
ド
ン

で
發
行
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
本
來
な
ら
ば
サ
マ
ラ
ン
號
に
こ
の
廣
東
か
ら
南
京
ま
で

を
測
量
さ
せ
る
の
が
目
的
だ
っ
た
。
そ
の
意
圖
を
示
す
先
行
地
圖
が
こ
れ
だ
ら
う
。「
サ

マ
ラ
ン
號
に
測
量
さ
せ
る
べ
き
清
國
沿
岸
圖
」
と
呼
び
換
へ
て
よ
い
。
し
か
し
尖
閣
は

枠
外
だ
。
サ
マ
ラ
ン
號
が
尖
閣
を
清
國
外
と
看
做
し
て
ゐ
た
こ
と
を
輔
佐
的
に
示
す
圖

と
言
へ
る
。
輔
佐
的
な
圖
は
他
に
も
あ
る
。
同
じ
く
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
國
立
圖
書
館
圖

庫
のM

A
P-R

M
2980

及
びM

A
P-R

M
2981

及
びM
A

P-R
M

2982

及
びM

A
P-R

M

2983

各
圖
だ
。い
づ
れ
も
西
暦
千
八
百
四
十
九
年
英
國
水
路
部
製
、「
支
那
」（C

hina

）

部
分
圖
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
部
分
圖
に
つ
い
て
は
更
な
る
研
究
を
要
す
る
の
で
、
本

稿
で
は
存
在
に
言
及
す
る
に
と
ど
め
る
。
サ
マ
ラ
ン
號
の
測
量
海
域
に
つ
い
て
は
拙
著

「
尖
閣
反
駁
マ
ニ
ュ
ア
ル
百
題
」
第
三
百
六
十
六
至
三
百
七
十
頁
を
ご
參
照
頂
き
た
い
。

（
乙
）

いしゐのぞむ・琉球尖閣近著雜録
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乙（
前
頁
）、平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
日
ブ
ロ
グ
掲
載
、エ
ド
ワ
ー
ド
・
ス
タ
ン
フ
ォ
ー

ド
「
西
暦
千
八
百
九
十
四
年
東
支
那
及
び
日
本
・
高
麗
戰
地
圖
」、E

dw
ard

Stanford
「Stanford’s

m
ap

of
eastern

C
hina,Japan

and
K

orea
the

seatof
w

ar
in

1894

」、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
國
立
圖
書
館
圖
庫
、M

A
P

R
M

231

。
西
暦
千
八
百
九
十
四
年
製
。

http://nla.gov.au/nla.m
ap-rm

231

こ
の
地
圖
で
は
、
海
域
を
大
き
く
分
け
た
楕
圓
形
で
尖
閣
を
先
島
諸
島
に
入
れ
て
ゐ

る
。
臺
灣
島
の
楕
円
形
と
先
島
諸
島
の
楕
圓
形
と
が
重
な
っ
て
を
り
、
尖
閣
は
先
島
諸

島
側
の
楕
圓
の
西
北
端
に
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
先
島
諸
島
は
沖
繩
と
同
じ
紫
、

臺
灣
は
青
で
あ
る
か
ら
、
尖
閣
を
沖
繩
と
し
て
ゐ
る
こ
と
が
分
か
る
。
日
清
戰
役
中
、

臺
灣
が
日
本
に
割
讓
さ
れ
る
直
前
で
あ
る
。
尖
閣
は
ま
だ
正
式
に
日
本
に
編
入
さ
れ
て

ゐ
な
い
時
の
國
際
的
な
地
理
認
識
の
一
つ
で
あ
る
。

丙
、
平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
日
ブ
ロ
グ
掲
載
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ダ
ー
ト
ン
「
支
那
」。

W
ililliam

D
arton

「C
hina

」。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
國
立
圖
書
館
圖
庫
、M

A
P

R
M

238

。

西
暦
千
八
百
三
十
四
年
製
。http://nla.gov.au/nla.m

ap-rm
238

臺
灣
島
の
周
圍
の
海
域
の
淡
青
色
が
、「Pon

kia

」（
彭
家
）「H

oan-pin-su
」（
花

瓶
嶼
）ま
で
含
ん
で
を
り
、「H

ao-yu-su

」（＝
T

iao-yu-su

釣
魚
嶼
）、「H

oan-oey-su
」

（
黄
尾
嶼
）、「T

she-oey-su

」（
赤
尾
嶼
）
は
塗
彩
の
外
で
あ
る
。
臺
灣
附
屬
島
嶼
説

を
否
定
し
て
ゐ
る
。
も
ち
ろ
ん
不
正
確
な
地
圖
で
あ
り
、
さ
し
て
思
惟
を
經
ず
に
塗
っ

た
の
で
あ
ら
う
か
ら
、
無
主
地
の
根
據
と
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
通
常

な
ら
ば
臺
灣
島
附
屬
海
域
に
尖
閣
含
ま
れ
る
筈
が
無
い
こ
と
を
直
覺
的
に
示
す
圖
と
し

て
、
文
化
的
な
意
義
は
有
る
。
系
統
と
し
て
は
西
暦
千
七
百
五
十
二
年
ダ
ン
ビ
ル
圖
を

承
け
る
。
ダ
ン
ビ
ル
以
後
の
ラ
ペ
ル
ー
ズ
航
海
録
で
は
釣
魚
嶼
を
花
瓶
嶼
と
誤
認
す
る

が
、
ダ
ー
ト
ン
圖
は
ラ
ペ
ル
ー
ズ
の
情
報
を
反
映
し
て
ゐ
な
い
。

（
丙
）

（
三
〇
）

純 心 人 文 研 究 第２１号 ２０１５
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丁
、
平
成
二
十
六
年
九
月
七
日
及
び
十
日
ブ
ロ
グ
掲
載
、
明
國
王
圻
『
三
才
圖
會
』
内

「
琉
球
國
圖
」。

瀧
澤
馬
琴
『
椿
説
弓
張
月
』
の
第
五
囘
の
末
尾
に
は
寺
島
良
安
『
倭
漢
三
才
圖
會
』

の
「
琉
球
國
圖
」
を
轉
載
し
、
琉
球
國
内
の
諸
島
を
解
説
す
る
。
正
文
に
曰
く
、

（
上
略
）
又
西
北
に
三
の
嶼
あ
り
。
所
謂

嶼
・
高
英
嶼
・
彭
胡
嶋
こ
れ
な
り
。

又
西
に
三
ツ
の
嶼
あ
り
。
所
謂
馬
齒
山
・
古
米
山
・
彭
家
山
是
な
り
。
又
二
ツ
の

山
あ
り
。
釣
魚
嶼
・
瓶
架
山
こ
れ
な
り
。
そ
の
國
王
を
中
山
と
號
し
、（
下
略
）

と
。
眉
注
に
曰
く
、

琉
球
國
の
圖
説
は
和
漢
三
才
圖
會
卷
十
三
卷
六
十
四
に
出
た
り
。
今
新
説
を
ま
じ

へ
ず
、
舊
に
因
ミ
て
こ
こ
に
抄
す
。

と
。
舊
説
で
あ
る
か
ら
過
去
の
地
理
認
識
で
あ
る
。
「
高
英
嶼
」
は
王
圻
『
三
才
圖
會
』

地
理
卷
十
三
に
『
隋
書
』
の
「
高
華
嶼
」
を
誤
っ
て
高
英
嶼
に
作
っ
た
も
の
を
『
倭
漢

三
才
圖
會
』
及
び
『
椿
説
弓
張
月
』
が
襲
っ
て
ゐ
る
。
馬
琴
は
釣
魚
嶼
を
含
む
琉
球
國

の
王
が
中
山
王
だ
と
記
述
す
る
の
だ
か
ら
、
少
な
く
と
も
字
面
で
は
釣
魚
嶼
が
過
去
に

琉
球
國
の
領
土
だ
っ
た
と
し
て
ゐ
る
。
舊
地
圖
を
轉
載
し
た
だ
け
で
な
く
、
文
に
記
述

し
た
の
は
瀧
澤
氏
自
身
の
認
知
と
な
っ
た
こ
と
を
示
す
。
但
し
位
置
不
明
の
高
華
嶼
に

加
へ
て
小
琉
球
（
臺
灣
島
）
及
び
澎
湖
島
な
ど
も
併
せ
て
琉
球
國
の
領
土
と
し
て
ゐ
る

か
ら
、
實
際
の
琉
球
國
の
統
治
領
域
よ
り
も
遙
か
に
大
き
く
、
そ
の
謬
た
る
論
を
待
た

な
い
。
明
國
初
期
以
前
、
臺
灣
島
及
び
沖
繩
は
琉
球
と
し
て
合
稱
さ
れ
て
ゐ
た
た
め
、

琉
球
國
創
始
以
後
に
全
て
の
古
琉
球
地
域
が
琉
球
國
領
土
に
這
入
っ
た
と
誤
認
し
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
瀧
澤
氏
が
釣
魚
嶼
を
明
國
外
と
し
て
ゐ
た
の
は
確
か
で
あ
り
、
期
せ

ず
し
て
日
本
民
間
人
に
よ
る
無
主
地
確
認
の
一
環
と
な
っ
て
ゐ
る
。

王
圻
『
三
才
圖
會
』
が
も
と
づ
い
た
の
は
鄭
若
曾
『
琉
球
國
圖
』
で
あ
る
。
海
野
一

隆
『
ち
づ
の
し
わ
』（
地
圖
の
史
話
、
第
百
五
十
三
頁
、
昭
和
六
十
年
、
雄
松
堂
刊
）

で
も
論
及
す
る
。
尖
閣
論
爭
以
後
、
こ
の
鄭
若
曾
圖
を
日
本
に
よ
る
領
有
の
論
據
と
す

る
人
も
ゐ
る
が
、
し
か
し
鄭
若
曾
圖
で
は
左
下
方
に
福
建
が
小
さ
く
描
か
れ
る
た
め
、

完
全
に
琉
球
だ
け
だ
と
は
言
ひ
切
れ
な
い
。
後
の
王
圻
『
三
才
圖
會
』
地
理
卷
十
三
で

は
左
下
方
の
小
さ
な
福
建
が
削
除
さ
れ
て
ゐ
る
た
め
、
完
全
に
明
國
外
の
圖
と
な
っ
て

ゐ
る
。
王
圻
が
釣
魚
嶼
を
明
國
外
と
認
定
し
た
こ
と
を
示
す
。
王
圻
『
三
才
圖
會
』
は

萬
暦
中
に
成
り
、
そ
れ
以
前
は
澎
湖
島
も
臺
灣
島
も
皆
明
國
外
で
あ
っ
た
。

『
椿
説
弓
張
月
』
の
前
に
成
っ
た
林
子
平
『
三
國
通
覽
圖
説
』
も
ま
た
、
鄭
若
曾
『
琉

球
國
圖
』
の
系
統
に
屬
す
る
。
琉
球
主
島
を
大
き
く
描
き
、
臺
灣
島
全
域
を
含
み
、
左

端
に
福
建
本
土
が
少
々
含
ま
れ
る
と
い
ふ
構
圖
は
同
一
で
あ
る
。
さ
れ
ば
林
子
平
も
琉

球
國
・
釣
魚
臺
・
臺
灣
島
を
ま
と
め
て
明
國
外
と
す
る
意
識
を
幾
分
か
有
し
て
ゐ
た
と

思
は
れ
る
。

つ
い
で
な
が
ら
『
倭
漢
三
才
圖
會
』
卷
十
三
「
琉
球
」
の
條
に
曰
く
、

『
三
才
圖
會
』
云
、
有
大
琉
球
・
小
琉
球
、
各
出
名
玉
異
寶
。

と
。
名
玉
異
寶
を
産
出
す
る
と
は
王
圻
『
三
才
圖
會
』
に
見
え
ぬ
記
述
だ
が
、
他
書
に

も
と
づ
く
筈
で
あ
り
、
考
索
を
要
す
る
。
琉
及
び
球
の
字
義
が
と
も
に
美
玉
を
指
す
が

ゆ
ゑ
に
こ
の
臆
説
が
生
ま
れ
た
の
だ
ら
う
。
そ
れ
が
西
洋
語
に
譯
さ
れ
て
フ
ォ
ル
モ
サ

（
臺
灣
島
の
別
名
）
と
な
っ
た
と
私
は
推
測
し
た
い
。
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丁
、
王
圻
『
三
才
圖
會
』
地
理
卷
十
三
「
琉
球
國
圖
」
よ
り
、
左
下
方
の
釣
魚
嶼
附
近
。

萬
暦
三
十
七
年
序
の
刊
本
、
國
會
圖
書
館
藏
。

（
終
）

琉
球
國
は
チ
ャ
イ
ナ
領
土
だ
っ
た
の
か

第
四

仲
村
覺
編
『
さ
う
だ
っ
た
の
か
沖
繩
』
に
收
め
る
。
平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
四

日
、
示
現
舍
刊
、
電
子
書
籍
で
あ
る
。
こ
の
中
で
七
大
方
言
區
と
民
族
自
治
區
と

が
相
補
分
布
を
成
す
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
八
月
四
日
、
霞
山
會
「
學
術

研
究
大
會
」（
於
霞
關
霞
山
會
館
）
に
て
佐
藤
和
子
口
頭
發
表
「
建
國
初
期
の
中

央
民
族
訪
問
團
と
共
産
黨
中
央
の
少
數
民
族
工
作
」
に
對
す
る
質
疑
の
際
に
筆
者

が
言
及
し
た
趣
旨
と
同
じ
で
あ
る
。
な
ほ
本
稿
中
で
述
べ
な
か
っ
た
重
要
點
が
二

つ
有
る
。
第
一
に
臺
灣
前
總
統
李
登
輝
氏
が
司
馬
遼
太
郎
『
臺
灣
紀
行
』
の
中
で

述
べ
た
臺
灣
人
の
「
出
エ
ジ
プ
ト
」
は
、
琉
球
三
十
六
姓
に
も
宛
て
嵌
ま
る
こ
と
。

第
二
に
今
年
九
月
十
月
の
間
に
劇
烈
を
極
め
て
ゐ
る
香
港
の
學
生
運
動
「
雨
傘
革

命
」
で
は
、
若
者
が
自
ら
香
港
人
で
あ
っ
て
チ
ャ
イ
ナ
人
で
は
な
い
と
認
識
す
る

比
率
が
増
加
し
て
ゐ
る
。
香
港
の
雨
傘
革
命
も
ま
た
、
新
た
な
出
エ
ジ
プ
ト
運
動

で
あ
る
。
大
陸
東
南
沿
海
部
に
は
唐
宋
以
來
イ
ス
ラ
ム
文
明
圏
下
の
商
人
が
押
し

寄
せ
、
元
朝
に
於
い
て
は
福
建
の
泉
州
が
海
上
貿
易
の
中
心
と
な
り
、
次
い
で
倭

寇
の
時
代
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
時
代
、
オ
ラ
ン
ダ
の
時
代
を
經
て
、
乾
隆
年
間
以
後

は
イ
ギ
リ
ス
が
東
南
沿
海
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
新
文
明
を
齎
し
た
。
そ
れ
が
歴
史
的
な

香
港
の
位
置
で
あ
る
。
香
港
人
が
臺
灣
人
と
同
じ
く
中
華
思
想
離
脱
を
欲
す
る
の

は
、
千
年
來
必
然
の
趨
勢
な
の
で
あ
る
。
電
子
書
籍
は
保
存
が
不
確
か
な
の
で
、

以
下
に
保
存
の
た
め
全
文
を
録
す
る
。

＊

＊

＊

＊

目
次
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一
、
琉
球
に
蒙
古
襲
來
と
い
ふ
嘘

二
、
尖
閣
を
案
内
し
た
福
建
三
十
六
姓
は
チ
ャ
イ
ナ
人
で
は
な
か
っ
た

三
、
�
川
初
期
、
薩
摩
に
よ
る
併
合

四
、
明
國
は
併
合
に
同
意
し
た

五
、
清
國
は
併
合
を
知
っ
て
ゐ
た

六
、
チ
ャ
イ
ナ
と
の
朝
貢
册
封
は
無
効

一
、
琉
球
に
蒙
古
襲
來
と
い
ふ
嘘

チ
ャ
イ
ナ
は
古
く
か
ら
沖
繩
に
軍
事
力
を
及
ぼ
し
、
沖
繩
に
も
元
寇
が
有
っ
た
と
い

ふ
話
を
耳
に
す
る
が
、
確
か
な
の
か
と
い
ふ
問
ひ
を
偶
々
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。

『
元
史
』
列
傳
の
外
夷
三
・
瑠
求
傳
に
よ
れ
ば
、
元
國
の
使
者
は
至
元
二
十
九
年
（
西

暦
１
２
９
２
年
）
に
瑠
求
（
琉
球
）
に
派
兵
す
べ
く
福
建
か
ら
東
に
向
け
て
出
航
し
た
。

三
月
二
十
九
日
に
島
に
出
逢
っ
た
の
で
こ
れ
が
瑠
求
だ
と
思
っ
て
二
百
人
あ
ま
り
を
率

ゐ
て
上
陸
し
た
が
、
住
民
の
抗
戰
に
遭
っ
て
三
名
が
殺
さ
れ
た
の
で
撤
退
し
た
。
そ
し

て
四
月
二
日
に
澎
湖
に
至
り
、
瑠
求
征
討
の
事
は
立
ち
消
え
に
な
っ
た
。

こ
の
記
録
で
澎
湖
に
至
っ
た
の
は
瑠
求
か
ら
の
歸
途
だ
と
考
へ
ら
れ
る
。
瑠
求
と
は

臺
灣
西
南
部
附
近
で
あ
る
可
能
性
が
最
も
高
く
、
沖
繩
で
な
い
こ
と
は
ほ
ぼ
定
説
と

な
っ
て
ゐ
る
。
陰
暦
で
一
箇
月
は
二
十
九
日
も
し
く
は
三
十
日
で
あ
る
か
ら
、
三
月
二

十
九
日
の
瑠
求
ら
し
き
島
か
ら
四
月
二
日
に
澎
湖
に
歸
り
着
く
ま
で
、
最
長
で
も
四
日

間
以
内
の
航
程
で
あ
る
。
沖
繩
か
ら
で
は
あ
り
得
な
い
。
帆
船
時
代
、
福
建
か
ら
沖
繩

へ
は
夏
に
季
節
風
で
東
航
し
、
秋
冬
に
ま
た
季
節
風
で
沖
繩
か
ら
福
建
に
戻
る
こ
と
、

多
く
の
記
録
が
證
し
て
ゐ
る
。
沖
繩
ま
で
の
往
復
に
は
半
年
を
要
す
る
の
で
あ
る
。『
元

史
・
瑠
求
傳
』
の
記
録
の
や
う
に
福
建
か
ら
短
期
間
に
往
復
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。つ

づ
い
て
元
貞
三
年
（
西
暦
１
２
９
７
年
）
に
福
建
南
部
の
泉
州
か
ら
瑠
求
に
派
兵

し
、
島
民
百
三
十
人
を
捕
へ
て
歸
還
し
た
。
こ
の
瑠
求
は
位
置
を
示
す
語
句
が
無
い
が
、

七
年
前
の
記
録
か
ら
み
れ
ば
澎
湖
附
近
で
あ
る
。
沖
繩
で
あ
る
可
能
性
は
極
め
て
小
さ

い
。
こ
の
程
度
の
記
録
を
以
て
、
沖
繩
に
チ
ャ
イ
ナ
人
が
來
て
ゐ
た
と
言
ふ
の
が
沖
繩

元
寇
説
で
あ
る
。

こ
の
『
元
史
』
の
記
録
に
つ
い
て
、
沖
繩
と
臺
灣
と
を
混
同
す
る
資
料
が
明
國
前
半

以
來
と
て
も
多
い
が
、
單
に
『
元
史
』
を
引
用
す
る
だ
け
な
の
で
、
よ
く
知
ら
ず
に
引

用
し
て
ゐ
る
の
だ
と
分
か
る
。
し
か
し
そ
こ
に
尾
ひ
れ
を
つ
け
ら
れ
る
と
、
誤
信
す
る

人
も
出
て
來
る
の
で
困
っ
た
も
の
で
あ
る
。
尾
ひ
れ
を
つ
け
て
沖
繩
へ
の
來
襲
だ
と
言

ひ
出
し
た
の
は
、
『
蔡
温
本
中
山
世
譜
』
卷
三
の
英
祖
王
の
條
で
あ
る
。
原
文
で
は
『
元

史
』
を
引
用
し
、
つ
い
で
曰
く
、

「
我
國
臣
民
、
深
沐
王
化
、
皆
有
委
身
愛
國
之
心
。
見
元
兵
來
侵
、
國
人
合
力
、

拒
戰
不
降
」

〔
我
が
國
の
臣
民
、
深
く
王
化
に
沐
し
、
み
な
委
身
愛
國
の
心
あ
り
。
元
兵
の
來

侵
を
見
て
、
國
人
は
力
を
合
は
せ
、
拒
戰
し
て
降
ら
ず
〕

と
。
委
身
と
は
命
懸
け
の
意
で
あ
る
。
來
侵
の
地
點
等
の
記
載
が
無
く
、
王
化
・
愛
國
・

合
力
な
ど
の
形
容
語
ば
か
り
目
立
つ
の
で
、
單
に
『
元
史
』
の
叙
述
に
こ
の
數
句
を
書

き
加
へ
て
虚
飾
し
た
だ
け
で
あ
る
。『
中
山
世
譜
』
の
價
値
を
下
げ
る
虚
飾
だ
と
言
っ

て
良
い
。
蔡
温
は
琉
球
國
の
宰
相
に
昇
り
詰
め
た
學
者
と
し
て
名
高
い
が
、『
中
山
世

譜
』
で
觀
る
限
り
、
そ
の
文
章
は
盛
名
ほ
ど
に
格
調
高
く
な
い
。

『
蔡
温
本
中
山
世
譜
』
の
も
と
と
な
っ
た
の
は
、
琉
球
國
の
攝
政
を
つ
と
め
た
羽
地

朝
秀
の
著
『
中
山
世
鑑
』、
及
び
蔡
温
の
父
蔡
鐸
の
著
『
蔡
鐸
本
中
山
世
譜
』
で
あ
る
。
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『
蔡
温
本
中
山
世
譜
』は
こ
れ
ら
を
底
本
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
。
し
か
し『
中
山
世
鑑
』

に
も
蔡
鐸
本
に
も
英
祖
王
の
條
の
元
寇
關
聯
の
記
載
が
無
い
の
で
、後
に
蔡
温
本
が『
元

史
』
に
も
と
づ
い
て
増
補
し
た
叙
述
だ
と
分
か
る
。
さ
ら
に
後
に
編
纂
さ
れ
た
琉
球
國

の
正
史
『
球
陽
』
も
、
蔡
温
本
の
こ
の
増
補
を
襲
用
し
て
ゐ
る
。

現
代
の
史
學
で
は
、
蔡
温
本
の
虚
飾
を
疑
ふ
の
が
常
で
あ
る
が
、
物
好
き
な
人
は
こ

れ
を
沖
繩
の
元
寇
の
史
實
だ
と
し
て
散
布
し
て
ゐ
る
。
そ
の
背
後
に
は
チ
ャ
イ
ナ
が
強

大
だ
と
い
ふ
誤
認
乃
至
は
宣
傳
目
的
が
濳
ん
で
ゐ
る
。例
へ
ば
小
林
よ
し
の
り『
新
ゴ
ー

マ
ニ
ズ
ム
宣
言
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｉ
Ａ
Ｌ
沖
繩
論
』（
圖
一
、
平
成
十
七
年
、
小
學
館
）
で
は
沖
繩

に
元
寇
が
有
っ
た
と
書
い
て
ゐ
る
が
、
漫
畫
な
の
だ
か
ら
と
一
笑
に
付
す
る
わ
け
に
行

か
な
い
。
小
林
氏
の
宣
傳
力
は
大
き
い
。
甚
だ
し
き
は
東
京
大
學
史
料
編
纂
所
の
所
長

ま
で
つ
と
め
た
國
史
學
者
黒
田
日
出
男
氏
が
、
中
學
生
向
け
の
豆
知
識
と
題
す
る
短
文

の
中
で
こ
れ
を
史
實
と
斷
定
し
て
ゐ
る
（
帝
國
書
院
『
中
學
校
歴
史
の
し
を
り
』
平
成
十
七
年

五
月
特
別
號
所
載
「
歴
史
豆
知
識
、
ア
イ
ヌ
・
琉
球
に
お
け
る
元
寇
」、
黒
田
日
出
男
撰
）。
右
も
左

も
分
か
ら
ぬ
中
學
生
に
對
し
て
こ
の
斷
定
は
無
責
任
だ
。
國
史
學
者
の
見
識
は
漫
畫
由

來
か
と
失
望
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
チ
ャ
イ
ナ
關
聯
の
歴
史
は
常
に
現
チ
ャ
イ
ナ
政
府
に

よ
っ
て
政
治
的
に
利
用
さ
れ
る
の
で
、
無
責
任
な
誇
張
乃
至
虚
構
は
嚴
に
戒
め
る
べ
き

で
あ
る
。

實
際
こ
の
類
の
瑠
求
・
琉
球
の
記
録
を
今
の
チ
ャ
イ
ナ
は
兩
用
し
て
ゐ
る
。
臺
灣
領

有
を
言
ひ
た
い
時
に
は
こ
れ
を
臺
灣
だ
と
主
張
し
、
尖
閣
領
有
乃
至
沖
繩
領
有
を
言
ひ

た
い
時
に
は
こ
れ
を
沖
繩
だ
と
主
張
す
る
。
明
國
前
半
ま
で
は
臺
灣
と
沖
繩
と
の
區
別

す
ら
で
き
ず
に
、
ま
と
め
て
琉
球
と
呼
ん
で
ゐ
た
た
め
、
ど
ち
ら
に
も
牽
強
附
會
す
る

材
料
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
東
大
教
授
も
そ
の
説
を
支
持
し
て
ゐ
る
」
な
ど
と

騷
ぎ
立
て
る
。
ま
と
も
に
取
り
合
ふ
必
要
も
無
い
話
だ
が
、
し
か
し
一
つ
一
つ
論
破
せ

な
ば
な
ら
な
い
。
ど
う
せ
チ
ャ
イ
ナ
は
嘘
ば
か
り
だ
と
一
言
で
片
づ
け
て
は
、
世
界
に

お
け
る
論
戰
に
勝
て
な
い
。

圖
一

小
林
よ
し
の
り
『
新
ゴ
ー
マ
ニ
ズ
ム
宣
言
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｉ
Ａ
Ｌ
沖
繩
論
』
よ
り
、
平
成

十
七
年
、
小
學
館

二
、
尖
閣
を
案
内
し
た
福
建
三
十
六
姓
は
チ
ャ
イ
ナ
人
で
は
な
か
っ
た

尖
閣
の
最
古
の
記
録
は
西
暦
１
５
３
４
年
の
陳
侃
『
使
琉
球
録
』
で
あ
る
。
陳
侃
は

明
國
皇
帝
の
使
節
と
し
て
琉
球
國
王
の
封
號
を
授
け
る
た
め
に
福
州
を
出
港
し
、
尖
閣

（
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を
經
て
那
覇
に
到
達
す
る
。
こ
れ
を
チ
ャ
イ
ナ
人
が
尖
閣
を
發
見
命
名
し
て
ゐ
た
記
録

だ
と
現
チ
ャ
イ
ナ
は
主
張
す
る
。
し
か
し
出
港
前
の
段
落
に
よ
れ
ば
、
琉
球
國
王
か
ら

派
遣
さ
れ
た
三
十
六
姓
が
、
明
國
の
使
節
船
に
乘
り
組
ん
で
航
路
を
案
内
す
る
こ
と
に

な
り
、
陳
侃
は
三
度
大
喜
び
し
た
と
い
ふ
。
所
謂
「
陳
侃
三
喜
」
で
あ
る
。
當
然
な
が

ら
尖
閣
の
發
見
者
は
琉
球
國
人
で
あ
っ
た
と
推
測
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
現
チ
ャ
イ
ナ
側
が
更
に
主
張
す
る
の
は
、
三
十
六
姓
は
チ
ャ
イ
ナ
人
だ
と
い

ふ
こ
と
で
あ
る
。
三
十
六
姓
と
は
、
明
國
初
期
に
福
建
か
ら
琉
球
國
に
移
住
し
た
人
々

で
、
福
建
那
覇
間
の
水
先
案
内
を
任
務
と
し
て
ゐ
た
。
尖
閣
を
最
も
熟
知
し
た
人
々
で

あ
る
。
三
十
六
姓
が
チ
ャ
イ
ナ
人
で
あ
れ
ば
、
尖
閣
も
チ
ャ
イ
ナ
の
領
有
だ
と
い
ふ
話

が
出
て
來
る
。
果
た
し
て
さ
う
だ
ら
う
か
。
殘
念
な
が
ら
三
十
六
姓
は
チ
ャ
イ
ナ
戸
籍

を
離
脱
す
べ
き
も
の
と
規
定
さ
れ
て
ゐ
た
記
録
が
有
る
。
明
國
の
嘉
靖
皇
帝
は
三
十
六

姓
の
祖
の
ひ
と
り
蔡
�
に
つ
い
て
、「
永
樂
年
間
に
琉
球
に
屬
し
た
以
上
は
、
明
國
で

家
産
や
戸
籍
を
置
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
（『
明
實
録
』
嘉
靖
二
十
六
年
十
二
月
辛
亥

の
條
）。
さ
れ
ば
法
的
に
は
琉
球
國
人
で
あ
り
、
現
チ
ャ
イ
ナ
の
主
張
は
成
り
立
た
な

い
。
し
か
も
誰
の
末
裔
で
あ
っ
て
も
琉
球
國
の
公
務
と
し
て
水
先
案
内
し
た
こ
と
に
差

は
無
い
。
以
上
陳
侃
及
び
三
十
六
姓
に
つ
い
て
は
、
新
刊
拙
著
『
尖
閣
反
駁
マ
ニ
ュ
ア

ル
百
題
』（
集
廣
舍
刊
）
に
書
い
た
の
で
ご
覽
い
た
だ
き
た
い
。

三
十
六
姓
は
那
覇
の
久
米
村
に
住
ん
で
を
り
、
上
述
の
名
宰
相
蔡
温
も
久
米
村
の
出

身
で
あ
る
。
幾
ら
法
的
に
チ
ャ
イ
ナ
戸
籍
を
離
脱
し
て
ゐ
て
も
、
チ
ャ
イ
ナ
か
ら
の
移

住
者
の
子
孫
で
あ
れ
ば
、
民
族
的
に
チ
ャ
イ
ナ
に
支
配
さ
れ
て
ゐ
る
か
の
如
く
で
は
な

い
か
。
そ
れ
を
嫌
が
る
日
本
人
が
近
年
多
い
。
琉
球
國
史
の
研
究
書
で
も
往
々
三
十
六

姓
を
「
中
國
人
」
と
呼
び
、
對
立
感
情
を
煽
動
し
て
ゐ
る
。

し
か
し
實
は
、
三
十
六
姓
は
戸
籍
だ
け
で
な
く
民
族
と
し
て
も
チ
ャ
イ
ナ
人
で
は
な

い
。そ
れ
に
は
チ
ャ
イ
ナ
全
土
の
民
族
及
び
言
語
分
布
か
ら
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。チ
ャ

イ
ナ
語
の
漢
字
音
が
極
め
て
多
樣
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
教
科
書
で

は
そ
れ
を
「
七
大
方
言
」
と
し
て
分
類
し
て
ゐ
る
。
七
大
の
う
ち
最
大
の
方
言
は
「
官

話
方
言
」
と
呼
ば
れ
、
長
江
以
北
の
全
地
域
及
び
雲
南
を
占
め
る
。
の
こ
る
六
大
は
全

て
長
江
以
南
に
集
中
し
て
ゐ
る
。
即
ち
東
南
部
の
呉
越
方
言
、
福
建
方
言
、
湖
南
方
言
、

江
西
方
言
、
客
家
方
言
、
廣
東
方
言
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
方
言
を
調
査
す
る
場
合
、

調
査
地
點
は
東
南
部
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
る
（
圖
二
）。
な
ぜ
東
南
部
だ
け
か
く
も

多
樣
な
の
か
。
そ
れ
は
古
代
長
江
以
南
の
人
々
が
「
百
越
」
と
呼
ば
れ
、
元
々
漢
字
を

使
用
し
な
い
諸
民
族
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
の
ち
に
漢
字
が
流
入
す
る
と
、
百

越
の
民
は
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
語
で
漢
字
を
讀
む
や
う
に
な
っ
た
。
朝
鮮
・
ベ
ト
ナ
ム
・

日
本
の
漢
字
音
と
同
じ
方
式
で
あ
る
。

長
江
以
北
で
も
四
川
は
百
越
の
地
域
で
あ
っ
た
が
、
元
國
・
明
國
・
清
國
の
初
期
に

三
度
の
大
虐
殺
禍
を
蒙
り
、
人
口
急
減
の
空
白
に
他
地
域
か
ら
住
民
が
流
入
し
た
た
め
、

官
話
方
言
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
清
國
初
期
の
虐
殺
及
び
移
民
の
時
代
は
「
湖
廣
も
て

四
川
を
填
む
」と
呼
ば
れ
、
近
年
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
も
な
っ
て
ゐ
る
。
ま
た
雲
南
は
元
々

イ
ン
ド
文
明
圏
で
あ
っ
た
が
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
チ
ャ
イ
ナ
語
が
流
入
し
た
の
で
、

そ
の
ま
ま
新
し
い
官
話
地
區
と
な
っ
た
。

漢
字
音
と
相
補
分
布
を
成
す
の
が
中
華
人
民
共
和
國
に
よ
る
少
數
民
族
の
分
類
で
あ

る
。
東
北
・
西
北
・
西
南
に
は
大
小
樣
々
な
少
數
民
族
自
治
區
（
自
治
州
）
が
設
け
ら

れ
て
ゐ
る
が
、
東
南
部
だ
け
は
一
つ
も
無
い
。
こ
れ
は
東
南
部
の
百
越
が
古
く
か
ら
民

族
音
の
漢
字
を
使
用
し
て
來
た
の
で
、
少
數
民
族
と
し
て
分
類
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
漢
字
を
使
ふ
民
族
は
全
て
漢
民
族
に
分
類
す
る
と
い
ふ
理
屈
だ
。
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圖
二

曹
志
耘
『
漢
語
方
言
地
圖
集
』
語
音
卷
よ
り
、
商
務
印
書
館
、
平
成
二
十
年

三
十
六
姓
は
元
々
福
建
か
ら
來
た
の
で
、
古
代
の
百
越
の
一
種
で
あ
る
。
漢
字
を
使

ふ
か
ら
と
い
っ
て
一
括
り
に
チ
ャ
イ
ナ
民
族
と
す
べ
き
で
な
い
。
同
じ
漢
字
を
使
ふ
日

本
人
・
琉
球
人
の
仲
間
な
の
で
あ
る
。「
三
十
六
姓
は
福
建
民
族
」、
こ
れ
が
正
解
で
あ

る
。
三
十
六
姓
だ
け
で
は
な
く
、
臺
灣
の
所
謂
「
本
省
人
」
も
、
福
建
な
ど
か
ら
渡
っ

て
來
た
百
越
の
子
孫
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
位
置
づ
け
に
な
る
。
第
二
次
大
戰
後
に
渡
っ

て
來
た
「
外
省
人
」
と
の
違
ひ
は
、
單
な
る
渡
航
年
代
の
違
ひ
で
な
く
、
古
代
以
來
の

民
族
の
歴
史
の
違
ひ
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
現
代
的
研
究
に
も
と
づ
く
認
識
だ
け
で
な
く
、
史
料
中
に
も
類
似
の
認
識
が

見
え
る
。
朝
鮮
實
録
・
成
宗
十
年
六
月
乙
未
（
西
暦
１
４
７
９
年
）
に
は
、
沖
繩
に
渡

航
し
た
朝
鮮
人
に
よ
る
報
告
が
載
っ
て
を
り
、「
唐
人
」「
江
南
人
」「
江
南
」
と
い
ふ

語
を
用
ゐ
る
。
例
へ
ば
「
江
南
人
及
び
南
蠻
國
人
、
み
な
來
り
て
商
販
す
」
と
書
い
て

あ
る
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
こ
の
時
代
ま
だ
沖
繩
に
來
て
ゐ
な
い
の
で
、
こ
の
「
南
蠻
」
は

東
南
ア
ジ
ア
人
と
な
る
。「
唐
人
」
は
廣
汎
に
明
國
人
で
あ
ら
う
。

こ
れ
と
同
時
代
の
も
の
で
、
沖
繩
縣
立
博
物
館
藏
「
琉
球
國
圖
」
が
近
年
注
目
を
集

め
る
（
圖
三
）。
圖
中
の
那
覇
港
の
「
九
面
の
里
」（
久
米
の
里
）
に
、「
江
南
人
」
が

住
ん
で
ゐ
る
と
書
い
て
あ
る
。
久
米
村
だ
か
ら
三
十
六
姓
の
祖
先
で
あ
る
。
こ
の
圖
は

研
究
に
よ
り
ほ
ぼ
西
暦
十
五
世
紀
後
半
の
状
況
を
反
映
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
が
定
説
で

あ
る
。

兩
史
料
の
「
江
南
人
」
は
長
江
以
南
の
人
だ
が
、
唐
人
と
い
ふ
語
が
有
り
な
が
ら
わ

ざ
わ
ざ
江
南
人
と
呼
稱
す
る
の
は
、
北
方
と
江
南
と
の
間
に
何
ら
か
の
大
き
な
差
異
が

有
っ
た
こ
と
を
示
す
。
元
國
（
モ
ン
ゴ
ル
）
時
代
に
は
民
族
分
類
と
し
て
蒙
古
人
（
韃

靼
人
）、
色
目
人
（
諸
色
人
）、
漢
人
（
内
郡
人
・
漢
兒
）、
南
人
（
江
南
人
・
蠻
子
）
の
四
種
が

有
っ
た
こ
と
教
科
書
に
も
出
て
來
る
。
括
弧
内
が
各
族
類
の
別
名
で
あ
る
。
元
國
の
分

（
三
六
）
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類
の
「
江
南
人
」
は
ま
さ
し
く
上
述
の
六
大
方
言
の
地
區
の
百
越
の
子
孫
で
あ
り
、
現

代
で
は
少
數
民
族
自
治
區
が
存
在
し
な
い
。
琉
球
の
「
江
南
人
」
の
名
も
、
元
國
の
呼

稱
が
明
國
前
半
に
な
ほ
使
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
示
す
と
考
へ
ら
れ
る
。
後
の
史
料
で
も

三
十
六
姓
は
「
福
建
三
十
六
姓
」「

人
三
十
六
姓
」「
琉
球
三
十
六
姓
」
な
ど
と
呼
ば

れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

と
は
福
建
で
あ
る
。
三
十
六
姓
の
祖
先
は
「
江
南
人
」
の

中
の
福
建
民
族
に
よ
り
形
成
さ
れ
、
非
チ
ャ
イ
ナ
國
籍
と
な
っ
た
。

こ
の
「
琉
球
國
圖
」
は
、
平
成
二
十
五
年
度
大
學
入
試
セ
ン
タ
ー
試
驗
で
出
題
さ
れ

た
。
そ
の
中
で
「
江
南
人
」
は
「
中
國
か
ら
來
た
人
々
」
と
書
き
換
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

單
純
に
「
チ
ャ
イ
ナ
人
」
で
な
く
「
か
ら
來
た
人
々
」
と
し
た
の
は
良
い
が
、
更
に
正

し
い
書
き
方
は
「
長
江
以
南
か
ら
來
た
人
々
」
で
あ
る
。
入
試
出
題
者
に
ま
で
チ
ャ
イ

ナ
の
大
一
統
思
想
の
滲
透
が
見
ら
れ
る
。
嘆
か
は
し
い
。

今
、那
覇
の
三
十
六
姓
の
子
孫
の
組
織
が
、中
華
人
民
共
和
國
に
媚
び
る
一
派
と
な
っ

て
ゐ
る
と
い
ふ
噂
を
聞
く
。
も
し
噂
が
事
實
で
あ
る
な
ら
ば
憂
ふ
べ
き
こ
と
だ
。
三
十

六
姓
は
、
臺
灣
の
本
省
人
と
同
じ
く
「
中
華
」
を
離
脱
し
た
福
建
民
族
な
の
だ
。
中
華

人
民
共
和
國
が
一
度
も
臺
灣
を
支
配
し
た
こ
と
が
無
い
の
と
同
じ
く
、
元
國
・
明
國
・

清
國
い
づ
れ
も
一
度
も
琉
球
國
を
支
配
し
た
こ
と
は
無
か
っ
た
。
今
の
仲
井
眞
縣
知
事

は
三
十
六
姓
の
子
孫
の
一
人
だ
と
聞
く
が
、
幸
ひ
に
中
華
人
民
共
和
國
に
媚
び
る
こ
と

は
無
い
や
う
に
見
受
け
る
。
有
り
難
い
事
で
あ
る
。

圖
三

平
成
二
十
五
年
度
大
學
入
試
セ
ン
タ
ー
試
驗
、
日
本
史
Ｂ
、
問
４
よ
り

三
、
�
川
初
期
、
薩
摩
に
よ
る
併
合

チ
ャ
イ
ナ
の
册
封
は
琉
球
に
對
す
る
統
治
で
は
な
く
、
象
徴
的
な
威
信
獲
得
に
と
ど

ま
っ
た
が
、
一
方
の
日
本
は
西
暦
十
六
世
紀
か
ら
か
な
り
の
支
配
力
を
琉
球
に
及
ぼ
し

つ
つ
あ
っ
た
。
分
か
り
易
い
一
端
が
西
暦
１
５
３
４
年
の
前
引
陳
侃
『
使
琉
球
録
』
に

既
に
見
ら
れ
る
。
陳
侃
の
那
覇
居
館
を
琉
球
王
尚
清
が
訪
問
す
る
際
に
、
告
げ
て
曰
く
、
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「
清
欲
謁
左
右
久
矣
、
因
日
本
人
寓
茲
、
狡
焉
不
可
測
其
衷
、
俟
其
出
境
而
後
行
、
非

敢
慢
也
。」

〔
清
、
左
右
に
謁
せ
ん
と
欲
す
る
こ
と
久
し
。
日
本
人
の
こ
こ
に
寓
し
、
狡
に
し

て
其
の
衷
を
測
る
べ
か
ら
ざ
る
に
因
っ
て
、
其
の
出
境
す
る
を
俟
ち
て
後
行
く
。

敢
へ
て
慢
す
る
に
非
ざ
る
な
り
〕

と
。
琉
球
史
で
著
名
な
一
段
で
あ
る
。「
清
」
は
琉
球
王
尚
清
で
あ
る
。「
左
右
」
は
陳

侃
に
對
す
る
敬
稱
で
あ
る
。
特
定
の
日
本
人
が
那
覇
に
逗
留
中
に
、
琉
球
王
は
自
由
に

チ
ャ
イ
ナ
使
節
の
館
を
訪
問
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
薩
摩
の
武
士
が
既
に
王
の
動

き
に
か
な
り
の
力
を
及
ぼ
す
存
在
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

そ
し
て
�
川
初
期
の
慶
長
十
四
年
（
西
暦
１
６
０
９
年
）
に
至
り
、
薩
摩
藩
は
琉
球

國
を
併
合
し
た
。
併
合
と
呼
ぶ
か
侵
奪
と
呼
ぶ
か
は
基
準
次
第
で
異
な
る
。
し
か
し
世

間
の
通
例
で
は
清
國
が
西
暦
１
６
８
３
年
に
臺
灣
を
侵
奪
し
た
こ
と
を
征
討
と
か
占
領

と
か
呼
び
、「
侵
」
の
字
を
使
は
な
い
。
薩
摩
に
よ
る
琉
球
併
合
に
だ
け
侵
の
字
を
使

ふ
の
は
不
公
正
で
あ
る
。

薩
摩
を
含
む
九
州
の
文
化
は
琉
球
と
近
縁
で
あ
る
。
私
は
關
東
生
ま
れ
な
の
で
よ
く

知
ら
な
い
も
の
の
、
ほ
ん
の
一
端
を
舉
げ
れ
ば
、
九
州
及
び
沖
繩
に
は
「
添
」
字
を
語

尾
と
す
る
地
名
人
名
が
多
い
。
都
知
事
の
舛
添
氏
は
福
岡
生
ま
れ
で
あ
る
。
福
岡
に
は

柿
添
と
い
ふ
地
名
が
あ
り
、
私
の
知
人
に
も
柿
添
と
い
ふ
人
が
ゐ
る
。
沖
繩
に
は
大
き

な
町
と
し
て
浦
添
が
有
り
、
宮
古
島
に
は
池
間
添
が
有
る
。
島
添
と
い
ふ
苗
字
は
福
岡

と
沖
繩
に
集
中
す
る
。
山
口
以
東
に
も
江
添
（
江
副
）・
河
添
・
田
添
な
ど
有
る
が
、

九
州
沖
繩
は
特
に
多
い
。

ま
た
九
州
沖
繩
で
は
原
を
「
は
る
」
と
讀
む
。
福
岡
縣
内
の
鹿
兒
島
本
線
に
「
は
る

だ
」（
原
田
）
と
い
ふ
驛
が
有
る
。
長
崎
の
我
が
家
の
近
く
の
縣
立
北
高
校
の
所
在
地

名
は
「
こ
え
ば
る
」（
小
江
原
）
で
あ
る
。
沖
繩
本
島
北
部
は
「
や
ん
ば
る
」（
山
原
）

と
呼
ば
れ
、
南
部
に
は
「
は
え
ば
る
」（
南
風
原
）
が
有
る
。
こ
れ
ら
は
一
端
に
過
ぎ

な
い
が
、
西
日
本
の
繩
文
文
化
に
根
ざ
す
と
考
へ
ら
れ
る
。
福
建
民
族
と
異
な
り
、
沖

繩
人
は
も
と
か
ら
ヤ
マ
ト
民
族
で
あ
る
。

琉
球
國
王
は
西
暦
１
５
０
０
年
に
沖
繩
本
島
か
ら
派
兵
し
、
石
垣
島
に
侵
攻
し
、
併

合
し
た
。
そ
の
百
餘
年
後
に
薩
摩
藩
は
琉
球
國
を
併
合
し
た
。
い
づ
れ
も
文
化
的
近
縁

の
地
を
征
服
し
た
の
で
あ
る
。
一
方
の
派
兵
が
惡
で
一
方
は
善
な
の
だ
ら
う
か
。

日
本
の
戰
國
大
名
は
皇
家
を
盟
主
と
す
る
各
獨
立
國
で
あ
っ
た
が
、
豐
臣
秀
吉
に
よ

り
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
た
。
琉
球
國
も
二
十
年
ほ
ど
遲
れ
て
�
川
秀
忠
の
治
世
で
統
一
さ
れ

た
。
一
連
の
趨
勢
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
琉
球
併
合
を
、
豐
臣
の
朝
鮮
征
討
に
つ
づ
く
�

川
の
對
外
侵
奪
だ
と
言
ふ
研
究
者
が
多
い
。
そ
も
そ
も
�
川
家
康
は
外
國
に
對
し
て
平

和
主
義
の
政
策
を
採
っ
た
の
で
、
朝
鮮
に
對
し
て
も
平
和
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
平
和
主

義
の
�
川
幕
府
が
琉
球
を
併
合
し
た
の
は
何
故
か
。
そ
れ
は
琉
球
併
合
が
外
國
に
對
す

る
戰
爭
で
は
な
く
、
日
本
の
統
一
事
業
の
一
環
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
現
代
の
國
家
の

定
義
を
あ
て
は
め
れ
ば
ど
う
に
も
解
釋
で
き
る
が
、
少
な
く
と
も
�
川
氏
は
外
國
に
對

す
る
戰
爭
を
起
こ
す
つ
も
り
は
無
か
っ
た
。

當
時
、
豐
臣
の
朝
鮮
征
討
と
�
川
の
琉
球
併
合
と
を
一
連
の
侵
奪
行
爲
だ
と
看
做
し

て
ゐ
た
の
は
、
明
國
の
人
々
で
あ
っ
た
。
著
名
な
一
例
と
し
て
明
國
の
徐
光
啓
著
『
海

防
迂
説
』が
有
る
。
現
代
の
研
究
者
が「
日
本
は
朝
鮮
・
琉
球
に
一
連
の
侵
略
を
行
な
っ

た
」
な
ど
と
と
こ
じ
つ
け
る
の
は
、
明
國
の
基
準
を
日
本
に
あ
て
は
め
て
ゐ
る
に
過
ぎ

な
い
。「
隣
國
で
は
か
う
い
ふ
見
方
も
有
っ
た
」
と
紹
介
す
る
な
ら
結
構
だ
が
、
そ
れ

を
正
し
い
も
の
と
し
て
自
國
日
本
に
あ
て
は
め
る
の
は
政
治
的
煽
動
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
單
に
紹
介
す
る
場
合
も
、「
明
國
で
は
日
本
の
情
勢
を
よ
く
理
解
し
て
ゐ
な
か
っ
た

（
三
八
）
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こ
と
が
、
こ
の
見
方
の
原
因
と
な
っ
た
」
と
附
け
加
へ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

徐
光
啓
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
を
漢
文
で
譯
す
る
ほ
ど
の
開
明
的
人
物
だ
が
、
こ
の
や

う
な
偏
見
を
持
っ
て
ゐ
た
の
は
、
日
本
の
平
和
的
情
勢
及
び
文
明
度
の
急
速
な
高
ま
り

を
知
ら
な
か
っ
た
が
ゆ
ゑ
で
あ
る
。

薩
摩
藩
は
琉
球
を
實
効
統
治
し
た
が
、
そ
れ
に
較
べ
チ
ャ
イ
ナ
が
琉
球
に
兵
力
を
及

ぼ
す
こ
と
は
有
り
得
な
か
っ
た
。
上
述
の
や
う
に
陳
侃
の
時
か
ら
琉
球
國
側
の
案
内
で

や
っ
と
渡
航
し
て
ゐ
た
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
兵
力
が
屆
く
筈
が
無
い
。
薩
摩
に
併
合
さ

れ
た
際
に
明
國
か
ら
も
對
抗
し
て
派
兵
し
よ
う
と
い
ふ
議
論
は
有
り
、
そ
の
代
表
が
上

述
の
徐
光
啓
『
海
防
迂
説
』
だ
が
、
結
局
派
兵
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
中
華
の
�
治
主

義
や
平
和
主
義
な
ど
で
は
な
く
、
た
だ
不
可
能
だ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
小
林
よ
し
の
り

『
新
ゴ
ー
マ
ニ
ズ
ム
宣
言
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｉ
Ａ
Ｌ
沖
繩
論
』（
圖
四
）
で
は
暴
力
的
ア
メ
リ

カ
と
平
和
的
チ
ャ
イ
ナ
と
い
ふ
對
比
を
し
て
ゐ
る
が
、
全
く
の
誤
り
で
あ
る
。

圖
四

『
新
ゴ
ー
マ
ニ
ズ
ム
宣
言
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｉ
Ａ
Ｌ
沖
繩
論
』
よ
り

琉
球
國
か
ら
チ
ャ
イ
ナ
へ
の
朝
貢
船
は
ほ
と
ん
ど
毎
年
の
や
う
に
、
合
計
數
百
囘
も

送
ら
れ
た
が
、
江
戸
へ
の
朝
貢
は
數
十
囘
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
囘
數
で
日
本
が

負
け
て
ゐ
る
と
思
っ
た
ら
間
違
ひ
で
あ
る
。
チ
ャ
イ
ナ
へ
の
朝
貢
は
、
附
隨
し
て
許
可

さ
れ
る
貿
易
が
主
目
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
頻
繁
に
派
遣
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
一
方
の

日
本
側
で
は
薩
摩
琉
球
間
の
貿
易
が
頻
繁
に
行
な
は
れ
て
ゐ
た
の
で
、
江
戸
へ
の
朝
貢

の
囘
數
を
増
や
す
必
要
は
無
か
っ
た
。

琉
球
國
か
ら
の
朝
貢
囘
數
の
多
さ
を
、
現
チ
ャ
イ
ナ
は
忠
誠
の
あ
か
し
と
し
て
利
用

し
さ
う
な
も
の
だ
が
、
あ
ま
り
強
調
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
チ
ャ
イ
ナ
へ
の
朝
貢
の
歸
途

は
尖
閣
航
路
で
あ
る
か
ら
、
數
百
囘
の
朝
貢
で
琉
球
船
員
は
尖
閣
を
熟
知
し
て
ゐ
た
。

そ
の
記
録
を
現
チ
ャ
イ
ナ
は
無
視
せ
ね
ば
都
合
が
惡
い
の
だ
。
一
方
チ
ャ
イ
ナ
か
ら
琉

球
へ
の
渡
航
は
數
十
囘
に
過
ぎ
ず
、
尖
閣
は
神
話
的
色
彩
を
以
て
記
録
さ
れ
た
。
よ
く

知
ら
ぬ
か
ら
神
話
的
に
な
る
。
尖
閣
に
於
い
て
も
チ
ャ
イ
ナ
の
完
敗
で
あ
る
。

以
上
の
例
か
ら
琉
球
に
於
け
る
チ
ャ
イ
ナ
の
力
の
小
さ
さ
は
良
く
分
か
る
の
だ
が
、

問
題
は
册
封
で
あ
る
。
琉
球
が
明
國
に
朝
貢
し
始
め
た
の
は
西
暦
１
４
０
０
年
前
後
で
、

薩
摩
藩
が
琉
球
を
併
合
す
る
よ
り
約
二
百
年
も
早
い
。
朝
貢
が
名
義
お
よ
び
貿
易
の
た

め
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
は
言
っ
て
も
、
開
始
年
代
の
早
さ
で
日
本
は
負
け
る
。

名
義
な
る
も
の
も
厄
介
で
あ
る
。
名
義
は
一
定
の
威
信
の
下
に
成
り
立
つ
。
チ
ャ
イ

ナ
に
よ
る
册
封
が
極
め
て
公
的
な
名
義
を
立
て
た
に
較
べ
、
薩
摩
に
よ
る
統
治
は
チ
ャ

イ
ナ
に
悟
ら
せ
ぬ
た
め
掩
蔽
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
後
に
明
治
の
廢
藩
置
縣
（
所
謂
琉
球

處
分
）
に
對
し
て
、
清
國
側
が
認
め
な
い
事
態
に
至
っ
た
。

卑
近
な
比
喩
を
す
れ
ば
、
琉
球
は
チ
ャ
イ
ナ
と
長
年
に
わ
た
り
婚
約
を
保
ち
な
が
ら

正
式
に
娶
る
に
至
ら
ず
、
同
居
も
さ
せ
な
か
っ
た
。
日
本
と
は
後
か
ら
結
婚
し
な
が
ら

公
表
せ
ず
、
ひ
そ
か
に
正
室
と
し
て
同
居
さ
せ
、
家
計
も
交
際
も
教
育
も
、
家
庭
の
一

いしゐのぞむ・琉球尖閣近著雜録

―１９４―
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切
を
任
せ
切
っ
た
。
後
に
一
夫
一
婦
制
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
事
が
明
る
み
に
出
て
裁
判

に
な
り
、
チ
ャ
イ
ナ
は
「
正
室
の
存
在
を
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
婚
約
こ
そ
有

効
だ
」
と
主
張
す
る
。
日
本
は
「
一
夫
一
婦
制
で
は
な
か
っ
た
」
と
主
張
す
る
。
勿
論

名
目
の
秩
序
に
於
い
て
、
先
に
婚
約
し
た
名
義
は
重
い
。
と
こ
ろ
が
名
目
で
も
日
本
側

が
先
ん
じ
た
史
料
を
次
の
段
に
示
し
て
お
き
た
い
。

圖
五

内
閣
文
庫
藏
『
皇
明
實
録
』
よ
り

四
、
明
國
は
併
合
に
同
意
し
た

西
暦
１
６
０
９
年
に
薩
摩
が
琉
球
を
併
合
し
て
か
ら
八
年
後
の
西
暦
１
６
１
７
年
、

福
建
に
日
本
の
使
者
明
石
道
友
が
渡
航
し
、
福
建
の
海
道
副
使
（
海
防
兼
外
交
長
官
）

韓
仲
雍
が
こ
れ
を
訊
問
し
た
。
訊
問
記
録
は
國
立
公
文
書
館
の
内
閣
文
庫
に
の
こ
る
寫

本
『
皇
明
實
録
』（
中
央
朝
廷
の
議
事
録
）
の
同
年
八
月
一
日
の
條
に
見
え
る
（
圖
五
）。

韓
仲
雍
が
「
日
本
は
な
ぜ
琉
球
を
侵
奪
し
た
の
か
」
と
質
問
す
る
と
、
明
石
道
友
は
供

述
し
て
曰
く
、

「
薩
摩
酋
・
六
奧
守
、
恃
強
擅
兵
、
稍
役
屬
之
、
然
前
王
手
裏
事
也
。
…
…
但
須

轉
責
之
該
島
耳
。」

〔
薩
摩
の
酋
・
陸
奧
守
、
強
き
を
恃
み
兵
を
擅
に
し
、
稍
や
こ
れ
を
役
屬
せ
し
む
、

然
れ
ど
も
前
王
（
家
康
）
の
手
の
う
ち
の
事
な
り
。
…
…
た
だ
須
ら
く
轉
じ
て
こ

れ
を
該
島
（
薩
摩
）
に
責
む
べ
き
の
み
〕

と
。
薩
摩
が
琉
球
を
併
合
し
た
の
は
家
康
の
世
で
濟
ん
だ
話
で
あ
り
、
こ
の
件
は
薩
摩

を
追
究
し
て
欲
し
い
、
と
の
意
に
な
る
。
家
康
は
前
年
（
西
暦
１
６
１
６
年
）
に
亡
く

な
り
、
そ
れ
を
理
由
に
申
し
開
き
め
い
た
供
述
で
あ
る
。
こ
れ
を
承
け
て
韓
仲
雍
は
次

の
通
り
諭
告
し
た
。
曰
く
、

「
汝
并
琉
球
、
及
琉
球
之
私
役
屬
於
汝
、
亦
皆
吾
天
朝
赦
前
事
。
當
自
向
彼
國
議

之
。」

〔
汝
（
日
本
）
の
琉
球
を
併
す
る
、
及
び
琉
球
の
ひ
そ
か
に
汝
に
役
屬
す
る
は
、

ま
た
皆
な
吾
が
天
朝
（
明
國
）
の
赦
前
の
事
な
り
。
ま
さ
に
み
づ
か
ら
彼
の
國
（
琉

球
）
に
向
か
ひ
て
こ
れ
を
議
す
べ
し
〕

と
。「
并
」
と
は
併
合
で
あ
る
。
薩
摩
が
併
合
し
た
と
い
ふ
認
識
は
、
現
代
人
が
考
へ

出
し
た
の
で
な
く
、
こ
の
時
す
で
に
存
在
し
た
。「
役
屬
」
と
は
納
税
や
兵
役
な
ど
を

（
四
〇
）
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以
て
服
屬
す
る
こ
と
を
指
す
。
役
屬
の
主
語
は
琉
球
で
あ
り
、
琉
球
が
半
ば
主
動
的
に

日
本
の
領
土
と
な
っ
た
と
韓
仲
雍
は
理
解
し
た
の
で
あ
る
。「
赦
前
」
と
は
萬
暦
四
十

二
年
（
西
暦
１
６
１
４
年
）
に
皇
帝
が
天
下
を
大
赦
し
た
よ
り
前
を
指
す
。
日
本
（
薩

摩
藩
）
が
琉
球
を
併
合
し
た
の
は
そ
の
五
年
前
で
あ
る
。
即
ち
大
赦
の
前
に
日
本
が
琉

球
を
併
合
し
た
こ
と
を
不
問
に
付
し
た
こ
と
に
な
る
。

「
亦
」
と
は
、
過
去
の
家
康
の
事
だ
と
の
申
し
開
き
を
承
け
て
、
明
國
側
で
も
恩
赦

以
前
の
事
だ
と
迎
合
し
た
語
で
あ
る
。
琉
球
併
合
は
既
に
過
ぎ
た
こ
と
だ
か
ら
、
お
互

ひ
に
追
究
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
上
で
さ
ら
に
「
議
す
べ
し
」
と
は
、
役
屬
に

つ
い
て
日
本
が
自
分
で
琉
球
と
議
せ
よ
と
の
意
で
あ
る
。
こ
の
一
語
が
決
定
的
に
併
合

同
意
を
示
し
て
ゐ
る
。
華
夷
秩
序
は
歴
史
の
現
場
に
適
用
で
き
な
い
の
が
通
例
だ
が
、

そ
の
好
個
の
證
佐
が
こ
れ
で
あ
る
。

こ
の
語
は
韓
仲
雍
が
日
本
の
使
者
に
言
明
し
た
の
で
あ
り
、
更
に
原
史
料
の
下
文
に

よ
れ
ば
福
建
の
高
官
黄
承
玄
お
よ
び
李
凌
雲
が
中
央
朝
廷
に
も
上
奏
し
た
。
同
じ
記
録

は
黄
承
玄
『
盟
�
堂
集
』
所
載
の
上
奏
文
に
も
見
え
る
ほ
か
、『
東
西
洋
考
』
や
『
皇

明
經
世
文
編
』
な
ど
、
明
國
の
通
行
史
料
の
中
に
早
く
も
見
え
る
。
し
か
し
併
合
同
意

を
告
げ
た
一
語
が
朝
野
の
批
判
を
浴
び
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
根
本
問
題
と

し
て
琉
球
に
援
軍
を
送
る
こ
と
が
不
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
史
料
に
よ
り
、
朝
貢
開
始
か
ら
薩
摩
併
合
ま
で
二
百
年
の
差
は
解
消
さ
れ
、
琉

球
に
於
い
て
薩
摩
と
明
國
と
の
立
場
は
形
式
的
に
も
對
等
と
な
っ
た
。
言
っ
て
み
れ
ば

西
暦
１
６
１
７
年
に
、
明
國
は
日
本
と
琉
球
と
の
婚
姻
に
一
度
は
同
意
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
後
の
清
國
と
較
べ
れ
ば
、
薩
摩
が
先
行
者
と
な
る
。
薩
摩
か
ら
清
朝
に
通
知
す

る
必
要
は
無
く
、
統
治
を
掩
蔽
し
た
か
否
か
を
質
さ
れ
る
筋
合
ひ
も
無
い
。

明
國
は
清
國
と
は
別
の
國
家
だ
が
、
兩
者
は
國
際
法
上
の
繼
承
國
に
相
當
す
る
の
か

否
か
。
清
國
最
初
の
使
節
・
張
學
禮
の
著
『
使
琉
球
記
』
に
よ
れ
ば
、
明
國
が
瓦
解
し

て
間
も
な
い
順
治
三
年
（
西
暦
１
６
４
６
年
）、
清
國
は
明
國
が
琉
球
國
に
下
賜
し
て

ゐ
た
國
王
印
を
清
國
に
返
す
や
う
求
め
、
同
十
一
年
（
西
暦
１
６
５
４
年
）
に
琉
球
國

か
ら
返
納
さ
れ
た
。
そ
し
て
康
煕
二
年
（
西
暦
１
６
６
５
年
）
七
月
十
七
日
に
、
使
節

張
學
禮
は
琉
球
國
の
王
城
で
册
封
の
典
禮
を
行
な
ひ
、
新
た
な
國
王
印
を
琉
球
王
尚
質

に
下
賜
し
た
と
い
ふ
。
ほ
ぼ
同
じ
記
録
は
琉
球
國
側
の
『
中
山
世
譜
』
な
ど
に
も
見
え

る
。こ

れ
を
現
代
國
際
法
で
ど
う
解
釋
す
る
か
、
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
か
り
に
清
國
が

明
國
の
繼
承
國
と
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
に
よ
る
琉
球
國
併
合
に
明
國
が
同
意
し

た
事
實
は
そ
の
ま
ま
清
國
に
引
き
繼
が
れ
、
清
國
も
同
意
し
た
こ
と
に
な
る
。
か
り
に

繼
承
國
で
な
い
の
な
ら
ば
、
清
國
よ
り
も
先
に
琉
球
國
は
日
本
の
實
効
統
治
下
に
這

入
っ
て
を
り
、
後
か
ら
來
た
清
國
が
そ
こ
に
干
渉
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ど
ち
ら
に

解
釋
し
て
も
チ
ャ
イ
ナ
の
主
張
は
通
じ
な
い
。

五
、
清
國
は
併
合
を
知
っ
て
ゐ
た

薩
摩
の
琉
球
併
合
に
明
國
が
同
意
し
た
史
料
の
う
ち
、
『
皇
明
經
世
文
編
』
及
び
『
皇

明
實
録
』（
明
實
録
）
は
清
國
で
禁
書
と
な
っ
た
が
、『
東
西
洋
考
』
は
禁
書
と
な
ら
ず
、

『
四
庫
全
書
』
に
ま
で
收
め
ら
れ
た
。『
四
庫
全
書
』
は
世
界
史
の
教
科
書
に
も
載
る

最
も
著
名
な
欽
定
叢
書
で
あ
り
、
收
録
す
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
基
本
書
で
あ
る
。

『
東
西
洋
考
』
は
福
建
・
廣
東
の
外
交
の
基
本
書
で
あ
る
か
ら
、
清
國
政
府
が
こ
の
件

を
知
ら
な
か
っ
た
で
は
濟
ま
さ
れ
な
い
。
ま
た
『
皇
明
經
世
文
編
』
及
び
『
皇
明
實
録
』

も
清
國
政
府
自
ら
禁
書
と
し
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
件
を
知
ら
な
か
っ
た
の
は
自
己
責
任

で
あ
っ
て
、
日
本
が
掩
蔽
し
た
と
い
ふ
の
は
言
ひ
掛
か
り
で
あ
る
。
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『
皇
明
實
録
』
の
併
合
同
意
の
件
に
つ
い
て
は
、
清
國
か
ら
琉
球
に
渡
航
し
た
册
封

使
汪
楫
も
知
っ
て
ゐ
た
筈
で
あ
る
。
汪
楫
『
中
山
沿
革
志
』
卷
下
（
故
宮
珍
本
叢
刊
）

の
尚
寧
王
の
條
で
、
萬
暦
四
十
四
年
（
西
暦
１
６
１
６
年
）
に
倭
寇
（
日
本
）
が
臺
灣

島
に
派
兵
す
る
こ
と
を
尚
寧
王
が
福
建
に
通
報
し
た
と
述
べ
、
つ
い
で
曰
く
、

「
福
建
巡
撫
黄
承
立
以
聞
。」

〔
福
建
巡
撫
・
黄
承
立
、
以
て
聞
す
〕

と
。
派
兵
し
た
の
は
�
川
家
康
・
秀
忠
で
あ
る
が
、
當
時
の
臺
灣
島
は
無
主
地
だ
っ
た

の
で
、
前
述
の
「
外
國
に
對
す
る
戰
爭
」
に
は
相
當
し
な
い
。「
立
」
は
「
玄
」
の
形

似
に
よ
り
誤
っ
て
を
り
、
黄
承
玄
す
な
は
ち
上
述
の
福
建
省
高
官
で
あ
る
。
西
暦
１
６

１
７
年
に
併
合
に
同
意
し
た
件
は
、
西
暦
１
６
１
６
年
か
ら
一
連
の
動
向
が
始
ま
っ
て

を
り
、
そ
れ
に
つ
き
黄
承
玄
が
書
い
た
幾
つ
か
の
上
奏
文
が
『
皇
明
實
録
』
に
録
載
さ

れ
て
ゐ
る
。
汪
楫
『
中
山
沿
革
志
』
で
言
及
す
る
の
は
そ
の
一
つ
、
西
暦
１
６
１
６
年

の
上
奏
文
で
あ
る
。
同
時
に
西
暦
１
６
１
７
年
の
上
奏
文
も
當
然
閲
覽
し
た
筈
で
あ
る
。

汪
楫
は
翰
林
院
檢
討
の
官
で
あ
る
。
明
國
清
國
の
翰
林
院
は
科
舉
の
上
位
合
格
者
だ

け
が
選
ば
れ
、「
儲
相
の
所
」（
大
臣
預
備
軍
）
と
呼
ば
れ
た
。
汪
楫
以
前
の
琉
球
册
封

使
は
、
給
事
中
と
い
ふ
現
代
の
議
員
の
や
う
な
職
か
ら
選
任
さ
れ
る
通
例
だ
っ
た
が
、

汪
楫
の
時
か
ら
翰
林
院
に
格
上
げ
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
き
康
煕
皇
帝
は
「
儒
碩
に
非
ざ

れ
ば
當
る
べ
き
莫
し
」
と
命
じ
て
ゐ
る
。
儒
者
の
儒
、
碩
學
の
碩
で
あ
る
。
疑
ふ
ら
く

薩
摩
に
併
合
せ
ら
れ
て
以
後
、
琉
球
國
の
文
明
程
度
が
高
ま
っ
て
來
た
こ
と
に
對
應
し

て
、
皇
威
を
發
揚
す
る
た
め
に
最
高
水
準
の
人
材
を
送
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ら
う
。

汪
楫
は
最
高
水
準
の
文
章
家
で
あ
り
、
官
製
の
正
史
『
明
史
』
の
編
纂
に
も
攜
は
っ

た
。『
明
史
』
編
纂
の
た
め
に
は
職
務
と
し
て
基
礎
史
料
『
皇
明
實
録
』
を
細
か
く
閲

覽
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
實
際
に
『
中
山
沿
革
志
』
は
、『
皇
明
實
録
』
か
ら
琉
球
關
聯

の
記
録
を
抽
出
し
て
ま
と
め
た
か
の
如
き
書
で
あ
る
。
ま
た
汪
楫
『
使
琉
球
雜
録
』
卷

二
「
疆
域
」
で
那
覇
港
に
つ
い
て
述
べ
た
中
に
曰
く
、

「『
明
實
録
』
遣
使
外
國
必
大
書
。」

〔『
明
實
録
』、
使
ひ
を
外
國
に
遣
は
す
に
は
必
ず
大
書
す
〕

と
。
汪
楫
が
確
か
に
『
皇
明
實
録
』（
明
實
録
）
の
外
交
關
聯
の
記
録
を
閲
覽
し
て
ゐ

た
こ
と
が
分
か
る
。
用
ゐ
た
の
は
「
明
史
館
」
の
所
藏
寫
本
だ
と
思
は
れ
る
が
、
殘
念

な
が
ら
明
史
館
の
寫
本
は
こ
の
前
後
の
時
代
の
部
分
が
今
日
ま
で
傳
は
っ
て
ゐ
な
い
。

最
善
の
寫
本
だ
っ
た
筈
で
あ
り
、
西
暦
１
６
１
７
年
併
合
同
意
の
記
録
も
漏
れ
ず
に
含

ま
れ
て
ゐ
た
だ
ら
う
。
し
か
し
『
皇
明
實
録
』
の
内
の
琉
球
關
聯
記
録
は
數
多
い
の
で
、

『
中
山
沿
革
志
』
で
抽
出
さ
れ
た
の
は
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
中
で
較
べ
る
と
、

西
暦
１
６
１
７
年
の
記
録
は
琉
球
に
つ
い
て
詳
細
で
は
な
い
の
で
、
汪
楫
は
採
用
し
な

か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
も
そ
も
併
合
同
意
の
件
が
現
代
に
な
っ
て
大
き
な
意
味
を
持

つ
と
は
汪
楫
も
想
像
し
な
い
だ
ら
う
か
ら
、
併
合
自
體
は
重
要
で
あ
っ
て
も
、
同
意
し

た
か
否
か
は
重
要
で
は
な
い
。
重
要
で
な
い
か
ら
こ
そ
福
建
海
防
官
は
易
々
と
同
意
し

た
の
で
あ
る
。
現
代
で
も
、
私
が
論
及
す
る
ま
で
は
誰
も
重
要
だ
と
思
は
ず
見
過
ご
し

て
ゐ
た
。
か
り
に
汪
楫
が
重
要
だ
と
思
っ
た
な
ら
ば
、『
東
西
洋
考
』
な
ど
か
ら
で
も

採
用
で
き
る
の
で
、
知
ら
な
か
っ
た
と
い
ふ
言
ひ
譯
は
成
り
立
た
な
い
。

以
上
の
や
う
に
同
意
を
忽
略
視
し
て
ゐ
た
と
し
て
も
、
併
合
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は

更
に
明
瞭
に
知
っ
て
ゐ
た
。
前
述
の
黄
承
玄
の
上
奏
文
に
は
、
日
本
が
琉
球
に
對
し
て

「
其
の
畝
を
疆
理
す
」
す
な
は
ち
檢
地
を
行
な
っ
た
こ
と
を
記
録
す
る
。
前
述
の
徐
光

啓
も
「
其
の
土
地
を
籍
す
」
す
な
は
ち
檢
地
を
記
録
し
て
ゐ
る
。
ま
さ
し
く
日
本
に
よ

る
實
効
統
治
で
あ
る
。
ま
た
『
中
山
沿
革
志
』
は
琉
球
王
尚
寧
が
執
へ
ら
れ
て
江
戸
に

上
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
曰
く
、

（
四
二
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「
王
危
坐
不
爲
動
、
慶
長
曰
、『
有
此
氣
象
、
無
惑
乎
受
天
朝
封
號
也
。』
卒
放
囘
。

或
云
、『
割
地
與
之
、
即
北
山
也
。』」

〔
王
、
危
坐
し
て
動
か
さ
れ
ず
、
慶
長
曰
く
、「
此
の
氣
象
有
り
、
惑
ひ
無
し
、

天
朝
の
封
號
を
受
く
る
や
」
と
。
つ
ひ
に
放
ち
囘
す
。
或
は
云
ふ
「
地
を
割
き
て

こ
れ
に
與
ふ
、
即
ち
北
山
な
り
」〕

と
。「
危
坐
」
と
は
ま
っ
す
ぐ
に
坐
る
こ
と
を
指
す
。「
無
惑
乎
」
と
は
、
怪
し
む
に
足

り
な
い
、
な
る
ほ
ど
と
い
ふ
意
で
あ
る
。
慶
長
と
は
、
秀
忠
も
し
く
は
家
康
を
誤
っ
て

呼
ん
で
ゐ
る
。
家
康
・
秀
忠
が
王
の
風
格
を
尊
重
し
て
琉
球
國
に
歸
ら
せ
た
史
實
ま
で

汪
楫
は
理
解
し
て
ゐ
た
。
情
報
源
は
琉
球
國
に
逗
留
中
に
密
か
に
購
入
し
た
和
文
『
琉

球
世

圖
』
で
あ
る
。「
北
山
」
は
こ
こ
で
は
吐

喇
七
島
を
指
す
。
吐

喇
七
島
は

對
外
的
に
は
琉
球
に
屬
す
る
と
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
實
際
に
は
琉
球
が
薩
摩
に
併
合
さ
れ

た
際
に
薩
摩
側
に
移
管
さ
れ
た
。
汪
楫
は
現
地
情
報
で
そ
の
事
實
を
知
っ
て
ゐ
た
。

『
中
山
沿
革
志
』
は
清
國
歴
代
の
册
封
使
の
參
考
書
と
な
り
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ

る
。
西
暦
１
８
０
０
年
の
册
封
使
・
李
鼎
元
の
『
使
琉
球
記
』
卷
五
に
曰
く
、

「
琉
球
舊
曾
臣
屬
日
本
、
今
諱
言
之
矣
。」

〔
琉
球
、
舊
か
つ
て
日
本
に
臣
屬
す
、
今
こ
れ
を
言
ふ
を
諱
む
〕

と
。
こ
の
箇
所
で
は
『
中
山
沿
革
志
』
を
引
用
し
な
い
も
の
の
、
併
合
を
掩
蔽
し
て
ゐ

る
こ
と
ま
で
理
解
し
て
ゐ
る
。「
か
つ
て
屬
す
」
の
語
は
、
既
に
屬
し
て
ゐ
な
い
や
う

に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
さ
う
で
は
な
い
。
琉
球
が
い
つ
日
本
の
統
治
か
ら
離
脱

し
た
と
認
識
し
て
ゐ
る
わ
け
で
な
く
、
た
だ
掩
蔽
さ
れ
て
何
と
な
く
過
去
の
事
の
や
う

に
思
っ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。
日
本
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
知
ら
せ
る
必
要
は
無
い
。

ほ
か
に
も
歴
代
の
册
封
使
は
次
の
や
う
な
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
た
。
琉
球
國
で
寛
永
通

寶
が
流
通
し
て
ゐ
な
が
ら
、
册
封
使
の
逗
留
中
だ
け
隱
し
て
使
は
な
い
こ
と
。
�
川
初

期
の
年
號
「
元
和
」
な
ど
を
書
き
つ
け
た
器
物
が
有
る
こ
と
。
僧
侶
は
み
な
日
本
に
遊

學
し
、
チ
ャ
イ
ナ
に
行
か
な
い
こ
と
。
煙
草
・
刀
・
紙
・
扇
子
・
漆
器
な
ど
の
商
品
は

全
て
日
本
か
ら
輸
入
し
て
ゐ
る
こ
と
。
實
効
統
治
の
證
ま
で
得
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

ほ
と
ん
ど
そ
の
一
歩
手
前
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
を
深
く
追
究
せ
ず
、『
東
西
洋
考
』
な

ど
の
記
録
も
研
究
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
日
本
が

掩
蔽
し
た
こ
と
を
批
判
さ
れ
る
筋
合
ひ
は
無
い
。

六
、
チ
ャ
イ
ナ
と
の
朝
貢
册
封
は
無
効

明
治
十
二
年
（
西
暦
１
８
７
９
年
）、
廢
藩
置
縣
を
琉
球
國
に
も
實
施
し
た
時
ま
で
、

琉
球
が
獨
立
國
だ
っ
た
と
い
ふ
説
が
、
い
つ
の
間
に
か
當
り
前
と
な
っ
て
ゐ
る
。
平
成

二
十
六
年
九
月
三
日
放
送
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
歴
史
秘
話
ヒ
ス
ト
リ
ア
・
は
る
か
な
る
琉
球
王

國
」
も
、
こ
の
觀
點
で
番
組
を
作
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
こ
こ
ま
で
述
べ
た
通
り
、
西
暦

１
６
０
９
年
以
後
の
琉
球
は
日
本
の
統
治
下
の
半
獨
立
國
に
過
ぎ
な
い
。
他
の
各
地
も

藩
主
が
一
定
の
自
治
權
を
持
つ
半
獨
立
國
で
あ
っ
た
か
ら
、
琉
球
と
完
全
に
同
じ
で
な

い
と
し
て
も
、ほ
ぼ
同
列
で
あ
る
。他
の
諸
藩
が
幕
府
直
轄
で
あ
っ
た
か
の
や
う
に
詐
っ

て
琉
球
と
對
比
す
る
の
は
、
歪
曲
で
あ
る
。

幕
末
に
琉
球
が
米
國
と
の
間
に
「
琉
米
條
約
」
を
結
ん
だ
こ
と
を
以
て
、
琉
球
が
獨

立
國
だ
っ
た
證
と
す
る
研
究
者
も
多
い
。
し
か
し
薩
摩
・
長
州
も
ま
た
英
佛
列
強
に
對

し
て
交
戰
權
を
行
使
し
、
事
後
に
和
議
を
成
し
た
で
は
な
い
か
。
薩
摩
・
長
州
も
獨
立

國
だ
っ
た
の
だ
ら
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
有
る
ま
い
。

基
本
的
に
チ
ャ
イ
ナ
の
册
封
と
い
ふ
の
は
、
實
効
統
治
を
全
く
伴
は
な
い
形
式
的
な

も
の
に
過
ぎ
ず
、
現
代
の
英
聯
邦
に
す
ら
及
ば
な
い
。
オ
ラ
ン
ダ
も
一
時
期
清
國
に
朝

貢
し
て
ゐ
た
が
、
清
國
が
オ
ラ
ン
ダ
を
統
治
す
る
筈
も
無
い
。
實
効
統
治
を
な
し
得
る
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か
否
か
は
册
封
と
全
く
別
な
の
で
あ
る
。
滿
洲
軍
は
李
氏
朝
鮮
に
攻
め
入
っ
て
、
こ
れ

を
屬
國
と
し
た
が
、
册
封
の
力
に
�
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
兵
力
の
行
使
に
よ
っ
て
大

勢
が
決
し
、
結
果
と
し
て
他
國
と
同
じ
册
封
形
式
を
あ
て
は
め
た
に
過
ぎ
な
い
。

結
局
の
處
、
チ
ャ
イ
ナ
は
幾
ら
琉
球
の
朝
貢
を
受
け
て
ゐ
て
も
、
實
効
統
治
を
し
て

ゐ
な
け
れ
ば
手
の
出
し
や
う
が
無
い
ば
か
り
か
、
琉
球
國
の
實
情
を
探
知
す
る
こ
と
す

ら
思
ふ
に
ま
か
せ
な
い
。
そ
ん
な
遠
い
外
國
を
チ
ャ
イ
ナ
領
土
だ
な
ど
と
、
わ
け
知
り

顔
に
語
る
の
が
中
華
思
想
で
あ
る
。
沖
繩
縣
民
は
彼
ら
を
ま
と
も
に
相
手
に
し
て
は
い

け
な
い
。

（
終
）

尖
閣
稀
覯
史
料
二
種

第
五

東
北
大
學
藏
「
按
針
似
看
山
譜
」
は
、
チ
ャ
イ
ナ
東
方
航
路
集
説
の
寫
本
で
あ
る
。

こ
れ
を
論
じ
た
著
作
は
左
の
二
種
が
有
る
。

中
村
拓
『
御
朱
印
船
航
海
圖
』
第
二
百
二
十
九
頁
、
二
百
三
十
八
頁
。
原
書
房
、

昭
和
五
十
四
年
刊
。

矢
島
玄
亮
「
東
洋
人
の
作
製
し
た
航
海
圖
（
按
針
似
看
山
譜
）
に
つ
い
て
」、
誌

名
「
江
戸
長
崎
談
叢
」
復
刊
第
２
卷
第
２
號
。
昭
和
四
十
三
年
刊
。
自
第
四
十
八

至
五
十
三
頁
。

中
村
氏
は
書
中
の
干
支
に
よ
り
西
暦
十
七
世
紀
末
の
成
立
書
と
す
る
。
書
中
に
「
釣
魚

臺
」
が
有
り
、
東
洋
の
島
と
し
て
ゐ
る
が
、
兩
氏
は
論
及
し
な
い
。
尖
閣
危
機
が
生
起

す
る
以
前
の
著
作
だ
か
ら
論
及
し
な
い
の
は
當
然
だ
ら
う
。
拙
作
『
尖
閣
反
駁
マ
ニ
ュ

ア
ル
百
題
』（
平
成
二
十
六
年
集
廣
舍
刊
）
の
第
百
八
十
六
頁
で
こ
の
東
洋
に
論
及
し

た
の
が
最
初
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
明
國
の
『
日
本
一
鑑
』
が
臺
灣
島
を
「
小
東
」
の
海

域
と
し
た
の
は
、
臺
灣
島
が
チ
ャ
イ
ナ
國
外
だ
と
い
ふ
前
提
に
も
と
づ
く
。
し
か
し
臺

灣
島
が
チ
ャ
イ
ナ
に
侵
奪
さ
れ
て
以
後
は
、
臺
灣
島
最
北
端
を
「
華
夷
の
界
」
と
す
る

史
料
が
増
え
る
。
そ
の
趨
勢
と
一
致
す
る
の
が
こ
の
「
東
洋
」
で
あ
る
。
臺
灣
島
最
北

端
を
過
ぎ
る
と
チ
ャ
イ
ナ
を
離
れ
て
「
東
洋
」
に
這
入
る
と
い
ふ
認
識
で
あ
る
。

次
に
那
覇
市
歴
史
博
物
館
藏
「
向
姓
家
譜
」
は
、
尖
閣
の
「
魚
根
久
場
島
」
に
上
陸

し
て
公
式
に
調
査
し
た
最
古
の
記
録
で
あ
る
。『
島
嶼
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
四
卷
第

一
號
所
載
拙
著
「
尖
閣
最
初
の
上
陸
記
録
は
否
定
で
き
る
か
、
明
治
か
ら
文
政
に
遡
っ

て
反
駁
す
る
」
の
中
で
既
に
論
じ
た
。
い
ま
那
覇
市
歴
史
博
物
館
藏
寫
本
の
複
製
卷
影

を
録
す
る
（
資
料
コ
ー
ド０１０００００２

）。
寫
本
第
一
葉
は
「
向
姓
家
譜

大
宗

諱

韶
威

具
志
川
朝
雄
」
と
題
す
る
。「
魚
根
久
場
島
」
の
條
は
「
十
二
世
諱
鴻
基
」
の

譜
に
屬
す
る
。

（
四
四
）
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東
北
大
學
藏
「
按
針
似
看
山
譜
」
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（
四
五
）



那
覇
市
歴
史
博
物
館
藏
「
向
姓
家
譜
・
大
宗
・
具
志
川
家
」

資
料
コ
ー
ド０１０００００２

（
終
）

（
四
六
）
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